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より、住民サービスの向上や経費の節減等を図ることを目的とした施策である。 

大分県の指定管理者制度は、導入からすでに 13 年が経過している。その間に

少子化、高齢化、人口減少が進み、また各個人の価値観の多様化、ライフスタイ

ルの変化が、県民利用施設にとって当初想定していた住民ニーズを十分に把握

したうえで、管理運営されているか否かを検証することが有用である。 

さらに指定管理施設だけでなく、直営となっている県民利用施設についても、

管理運営に関する財務事務の執行が適切に行われているかを検証し、さらに直

営施設として運営し続けることが適切かどうかを検討することは、今後の県民

利用施設の管理運営や利活用のあり方を検討する有用な機会となると考える。 

このような観点から、県民利用施設の管理運営に関する財務事務が適正に行

われているかを検証することは、重要な検討課題となると考え、今回のテーマと 

して選定した。 

 

７ 外部監査の方法 

（１）監査の着眼点 

ア 施設目標・計画を適切に設定し、効率的に達成しているか 

イ 施設の課題を把握し、適切に対応しているか 

ウ 施設の長寿命化対策を適切に計画し、適切に対応しているか 

エ 指定管理者の能力や適性が活かされているか 

オ 指定管理者に対する施設所管課のモニタリングや対応は適切か 

カ 指定管理者評価部会の意見等について適切に対応しているか 

キ 指定管理者制度・直営等の比較、検証 

 

（２）主な監査手続 

ア 指定管理者、施設所管課へのヒアリング 

イ 指定管理施設、直営施設への実地調査 

ウ 財務事務に係る一連書類の閲覧 

エ 指定管理者評価部会の評価結果資料の閲覧 

 

８ 監査従事者の資格及び氏名 

区 分 資 格 氏 名 

包括外部監査人 公 認 会 計 士 ・ 税 理 士 川  野  嘉  久 

補 助 者 公 認 会 計 士 ・ 税 理 士 吉  富  健  太  郎 

補 助 者 公 認 会 計 士 ・ 税 理 士 染  矢  尭  志 

補 助 者 公 認 会 計 士 ・ 税 理 士 丹  宗  英  樹 

補 助 者 公 認 会 計 士 ・ 税 理 士 三  嶋  健  太 
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４）端数処理 

報告書の数値は、原則として単位未満の端数を四捨五入して表示しているた

め、表中の総額と内訳の合計が一致しない場合がある。公表されている資料等

を使用している場合には、原則として、その数値をそのまま使用している。そ

のため、端数処理が不明確な場合もある。     

 

５）報告書の数値等の出典  

報告書の数値等は、原則として、大分県が公表している資料、あるいは監査

対象とした組織から入手した資料を用いている。その場合には、数値等の出典

は明示していないが、それ以外の数値等については、その出典を本文中あるい

は注記で明示している。 
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【略 称 表】 
 本報告書では、正式名称を記載した後にその近辺で再度使用する場合、記載の

流れで支障がない限りにおいて、次の略称を用いている。 
 

略 称 正 式 名 称 及 び 内 容 等 
総合文化センター 大分県立総合文化センター 

県立美術館 大分県立美術館 
ビーコンプラザ 大分県立別府コンベンションセンター 
農業文化公園 大分農業文化公園 
交流研修館 大分県都市農村交流研修館 
大洲公園 大洲総合運動公園 

スポーツ公園 大分スポーツ公園及び高尾山自然公園 
  大分港西大分地区

 
港湾環境整備施設（大分港西大分地区）

 県立図書館

 
大分県立図書館

 香々地青少年の家

 
大分県立香々地青少年の家

 九重青少年の家

 
大分県立九重青少年の家

 埋蔵文化財センター

 
大分県立埋蔵文化財センター

 施設所管課 施設を所管する課及び室、施設等
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18 大分港大在コンテナターミナル 大分市 

土木建築部 

19 別府港北浜ヨットハーバー 別府市 

20 大分スポーツ公園 
大分市 

21 高尾山自然公園 

 町出日 クーパーニモーハ 22

23 大洲総合運動公園 

大分市 24 大分県立武道スポーツセンター 

教育庁 25 大分県立総合体育館 

26 大分県立庄内屋内競技場 由布市 

 

 

【直営施設】 

番号 施設名 所在地 所管部局 

1 大分県公文書館 

大分市 

総務部 

2 大分県婦人相談所 

福祉保健部 

3 大分県婦人寮 

4 大分県身体障害者更生相談所 

5 大分県知的障害者更生相談所 

6 大分県精神保健福祉センター 

7 大分県立工科短期大学校 中津市 

商工観光労働部 

8 大分県立大分高等技術専門校 大分市 

9 大分県立佐伯高等技術専門校 佐伯市 

10 大分県立日田高等技術専門校 日田市 

11 大分県竹工芸訓練センター 別府市 

12 大分県立農業大学校 
豊後大野市 

農林水産部 13 大分県央飛行場 

14 大分県マリンカルチャーセンター 佐伯市 

15 
海岸環境整備施設 

（別府港的ケ浜地区） 
別府市 

土木建築部 

16 
港湾環境整備施設 

（津久見港青江地区） 
津久見市 

17 
海岸環境整備施設 

（姫島港松原地区） 
姫島村 

18 
港湾環境整備施設 

（姫島港松原地区） 
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第３ 包括外部監査の結果 

施設１ 大分県立総合文化センター 指定管理 

 

所管部課室 企画振興部 芸術文化スポーツ振興課 

施設所在地 大分市高砂町２－33 

施設概要 資料編Ｐ２～９ 

施設略称 総合文化センター 

指摘略号 Ａ 

 

施設２ 大分県立美術館 指定管理 

 

所管部課室 企画振興部 芸術文化スポーツ振興課 

施設所在地 大分市寿町２－１ 

施設概要 資料編Ｐ10～17 

施設略称 県立美術館 

指摘略号 Ａ 

 

【監査結果】 

指摘 Ａ－１ 経営の効率性の評価と指定のあり方について 

　指定管理業務に係る簿冊の閲覧等を通じて、経営の効率性について

評価、検討されている資料を確認できなかった。施設所管課において、

他の公共文化施設との比較等によって改善点を見出すとともに、任意

任意指定のあり方等も併せて見直しを検討する必要がある。

 

≪補足≫ 

包括外部監査の目的は、地方公共団体がその事務を処理するに当たって、 少

の経費で 大の効果を挙げているかについて検討することとされている。また

指定管理者制度の意義は基本協定書にも定められているとおり、県民等利用者

サービス向上と経費の削減を図ることである。したがって経営が効率的に実施

されているかどうかは、施設所管課及び指定管理者の双方にとって重要な観点

であるが、施設所管課のモニタリングや指定管理者の資料からはこの観点から
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 他の指定管理施設の多くは、県が管理していた施設を民間事業者等が有する

ノウハウを活用する手段として指定管理者制度の導入、運用が進められている。

これに対し、総合文化センター及び県立美術館については、施設運営及びノウハ

ウの醸成を、県との結びつきの強い特定の団体に行わせるため、財団という特定

の団体が設置されたといった、財団ありきの面があり、指定管理制度の適否や効

果の検証に目が届きにくいのではないかとも感じられる。 

任意指定の妥当性に関して、県の資料である「指定管理者制度導入施設の指定

管理更新について」をみると、平成 25 年度の大分県芸術文化ゾーン創造委員会

答申にて、文化センターと美術館が隣接するゾーンを拠点とし、美術、音楽など

広い領域にわたる芸術文化を融合し新しい価値を創造していく取組や県全体の

文化振興を推進していくには、県と十分な連携をとれる大分県芸術文化スポー

ツ振興財団を任意指定とすることが望ましいと判断されている。また、財団は

「出会いと融合」をベースとした事業を展開しており、目標指標についても概ね

達成されており、指定管理者評価部会からも適切に管理できているとの評価を

得ている。さらに平成 30 年度には国民文化祭、障害者芸術・文化祭の主会場が

芸術文化ゾーンとなることから、県と十分な連携をとれる大分県芸術文化スポ

ーツ振興財団を引き続き任意指定とすることが「妥当」とされている。以上の内

容を勘案すると、財団が指定管理業務を行うことによる効果は検討されており、

一定の合理性はあると考える。 

公立文化施設の評価では施設の設置目的に沿った事業の公共性や有効性等が

重視されるべきであり、効率性や経済性のみに依存した評価は適切ではないと

考える。ただ、限られた予算の中で、 大の効果を図ろうとする効率性の観点は

非常に重要であり、任意指定といった、競争の機会が 初から阻害され、事業者

間の比較や競争原理が働きにくいといった見方がされやすい中で、施設内の成

果指標の前年度比較のみでは、施設の効率的な運営が優れているのか劣ってい

るのかを、適切に評価できないのではないかと思われる。 

現行の任意指定の中でも、指定管理者からは指定管理者制度において契約期

間が限定され、職員定数が定められており、重要な雇用や無期雇用を行いにくく、

業務に精通した職員の育成や長期雇用によるノウハウの醸成が困難となってい

るといった声が上がっている。また、公共性や有効性を公募条件や基本協定の中

で定めることができるのであれば、任意指定にしなくても、公募により他の民間

事業者に委託することも選択肢として可能であり、民間業者を公募によって競

わせることができれば、行政コストの削減につながる可能性が期待できる。 

もっとも、財団の主たる業務は指定管理業務であることから、指定管理が受託

できなくなると、職員の雇用をどうするかといった問題が起きることが予想される。

施設を管理するために設立された法人であることから他の事業に転換すること
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は容易でなく、財団の存否にも影響を及ぼすことになり得る。 

例えば、福岡市で行われた過去の包括外部監査において、平成 25 年度に同様

の意見がなされているものの、同市の措置による施設所管課と外郭団体の協議

が、具体的にどのような内容であったのかについては把握できなかった。県とし

ては、過去の他の地方公共団体の実例を他の地方公共団体に照会する等を行い、

当該施設の任意指定を再考、見直すための手順、方法を把握することが望ましい。 

 

福岡市ホームページ「監査の結果に基づく市長等の取り組みの状況」 

監査の結果（意見） 措置の状況（行政マネジメント課） 

非公募で外郭団体

を指定管理者として

指定している施設に

ついては、指定管理者

を公募により選定す

ることを積極的に進

めること、また当該施

設の管理運営のため

に設立され、同管理業

務のみを業務として

いる外郭団体が指定

管理を行っている施

設については、施設の

効率的運営と外郭団

体の在り方を区別・整

理し、中・長期的視点

からの見直しの検討

をすることが必要で

ある。 

外郭団体が非公募による指定管理を行っている施設に

ついては，従来から，公募への移行を積極的に検討する

ように施設所管課に指導を行ってきたところであり、今

後も引き続き，周知徹底を図っていく。 

また、福岡市の全ての外郭団体については，平成 24 年

度に、外郭団体の存在意義や、指定管理業務を含む事業

の必要性等について検証を行い、今後の改革の方向性を

『第３次外郭団体改革実行計画』として取りまとめたと

ころであり、平成 28 年度にかけて、この計画に基づく取

り組みを進めていくこととしている。  

そこで、外郭団体が指定管理を行っている施設の施設

所管課は上記計画の取り組み状況を把握したうえで、必

要に応じて、今後の指定管理業務のあり方等について外

郭団体と協議を行うよう施設所管課に通知を行った。  

ガイドラインへの反映については、既に改正作業に着

手しており、改正が完了次第、速やかに施設所管課に対

して周知徹底を図ることとした。 

【措置済(平成 26 年 10 月８日通知)】 

 

協定書において、年度ごとの管理業務の実施に係る委託料を精算した結果、剰

余金が発生した場合には、財団から県に返還するものとされている。帳簿類を閲

覧したところ、期中で見積もられた物品購入や修繕の執行が年度末の３月にま

とめて生じていることが複数確認された。 

財団の中では財務会計規程により、契約金額により入札や複数の見積書の徴

求などを定め、個々の契約に対するコスト削減の仕組みは設けられている。ただ、

指定管理者の経営努力による事業収入の増加や経費の節減が組織内に留保され
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指摘 Ａ－３ 業務報告書に対する施設所管課の評価について 

 指定管理者から毎月提出される業務報告書に対する施設所管課の書

面調査チェックシートの総合所見欄を見ると、利用件数や来館者実績

数、料金収入、目標指標の達成状況、利用率など、業務報告書に記載さ

れている定量的な内容（事実）の抜粋に留まっており、意見や考えが記

録されておらず、所見として十分ではない。 

 

≪補足≫ 

 施設所管課によると、所見がなかった理由は「問題点が見られなかったためで

ある」という回答であった。 

利用状況の各種指標は、指定管理者による業務報告書の中で集計、報告されて

いることから、施設所管課が行うべきことは実績数値の記録のみならず、指定管

理者が行った進捗状況への評価や今後の対応策に対するモニタリングである。

ところが報告書を踏まえ指定管理者への指示等が行われた証跡はなかった。 

 施設所管課においては、今一度、書面調査チェックシートを作成することが目

的となっていないか、評価が形式的なものとなっていないかについて、検討及び

見直しを図ることが求められる。 

 

 

指摘 Ａ－４ 第三者委託における契約の妥当性について 

 第三者委託における施設・備品の保守や更新に係る随意契約の理由書

を見ると、当初の設置業者であるといった点が理由として記載されてい

るものが複数見られた。導入に当たってはイニシャルコストのみならず

ランニングコストについても検討することが望ましい。特に、１者随意

契約の場合には、他の類似施設からの情報を入手したり、見積書や作業

記録から１人日あたりの単価を出す等、価格の合理性について、可能な

限り検討及び記録しておくことが望ましい。 

 

≪補足≫ 

 第三者委託の委託先の推移資料を入手したところ、随意契約において、同一の

委託先と平成11年度から30年度までにわたり継続・更新されていた契約が以下

のとおり見られた。 
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（維持管理） 

・昇降機設備保守業務 

・ゴンドラ保守業務 

・自動ドア保守業務 

（ホール運営） 

・舞台機構保守点検業務 

・照明設備保守点検業務 

 

ただし、委託費の削減を目的として複数年契約を採用した影響も見られるこ

とから、長期にわたって同一取引先との委託契約がただちに問題があるもので

はないと判断している。 

なお、指定管理者によると、設備導入時に関しては、契約に関与していないた

め対応が不可能であるとの回答を得た。また、ランニングコストである保守料等

については、価格の合理性については、他の施設等に照会して、可能な範囲で入

手しているとの回答があった。 

 特定の相手方との随意契約は、手続の大幅な簡素化を図れるといった面はある

が、経費の高止まりとなるリスクが存在する。また、同一相手との継続的な取引

は、作業上の安定性は確保される可能性はあるが、その一方で取引の透明性や競

争性が客観的に担保されにくく、特に業者選定に関わる者が同一であれば、馴れ

合いや共謀による不正（例えば、架空支出取引、不正リベート）が生じるリスク

が相対的に高くなり、十分な牽制が利かなくなる恐れがあるといったことに留

意する必要がある。 

 

 

指摘 Ａ－５ 第三者委託における再委託の規制について 

 予約管理システムに係る指定管理者と第三者との委託契約書におい

て、再委託ができるものと定められていたが、それについて県が指定管

理者から申請を受け承諾をした書面がなかった。 

県が指定管理者に再委託を原則認めないのと同様に、指定管理者から

第三者への委託においても、再委託は原則認めるべきではなく、再委託

を認める場合においては、事前に文書で報告され、県が文書で承諾する

プロセスを踏むべきである。 

 

≪補足≫ 

 指定管理者が行うべき業務について、原則再委託はできず、例外として県の承

諾を受ければ、その一部を第三者に委託し、又は請け負わせることが可能である

ことを基本協定書で規定している。これについて、施設の安全性や業務の有効性

の担保、また情報漏洩や不適切な業者との取引、再委託先のコントロールができ

なくなる等のリスクを回避するためであると考えられる。したがって、指定管理
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施設３ 大分県立別府コンベンションセンター 指定管理 

 
所管部課室 商工観光労働部 観光局 観光政策課 

施設所在地 別府市山の手町 12－１ 

施設概要 資料編Ｐ18～25 

施設略称 ビーコンプラザ 

指摘略号 Ｂ 

 
【監査結果】 

指摘 Ｂ－１ ビーコンプラザの競争力向上について 

 九州内近隣の県にＭＩＣＥ施設が新設されることにより、ビーコンプ

ラザの競争力が低下するおそれがある。 

ビーコンプラザの競争力を高めるためには、別府市のポテンシャルを

効果的に発信するとともに、近隣の宿泊施設との連携を強める等、利用

者が使いやすいサービスメニューを揃えることを意識すべきである。 

 
≪補足≫ 

 ＭＩＣＥとは、多くの集客が見込めるイベントなどの総称であり、Meeting（会

議）、Incentive tour（勧奨旅行）Convention（国際会議、学術会議）、Event（イ

ベント、展示会）の頭文字をとった言葉である。 

 ＭＩＣＥは、各地から人を集めることにより、高い経済効果や地域のブランド

力を向上させる取組であり、その目的のため別府市にコンベンションセンター

を開設している。 

 ところが近年、福岡県、熊本県、長崎県等に類似施設が開設、または計画され

ており、ビーコンプラザの競争力が低下しないか懸念されるところである。 

 全国的なＭＩＣＥの開催状況は、「３千人から１万人の会議」が増加傾向であ

り、特に５千人規模の会議割合が高いようである。（出典：札幌市平成 30 年（2018

年）５月、（仮称）新ＭＩＣＥ施設整備基本計画） 

 ビーコンプラザとしては増加傾向にある５千人規模の会議をターゲットとし

て誘致することがひとつの打開策となるであろうし、また、宿泊施設は併設され

ていないが、別府という地域の特性を活かし、様々な宿泊施設とタイアップした

営業活動を行うことも念頭に置くことが望まれる。 
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指摘 Ｂ－４ 指定管理料の妥当性の検討について 

 応募が１者となっており、公平な競争の機会の確保、競争原理が働い

ているか判断しづらい状況となっている。指定管理料の算定に当たって

は、施設所管課において過年度実績のみならず、外部資料などを活用す

る等、指定管理料の妥当性を検討する必要がある。 

 

≪補足≫ 

 施設の規模、特性から、イベントの誘致などの集客と施設管理の両方を実行で

きる組織はある程度限られており、多数の応募者が出てくる可能性は低い。指定

管理者制度の導入目的の基本の一つである運営管理コストの削減についての検

討を可能な限り丁寧に行っていく必要がある。この点については施設所管課の

みならず他の指定管理施設でも同様であるといえる。 

 計画対比で異常な増減については詳細に要因を分析し、原因把握のみならず

それが妥当であるかといった評価もなされるよう努められたい。 

 

 

指摘 Ｂ－５ 仕様書と条例の整合性について 

 施設の利用制限に関する条例において「許可しないものとする」とさ

れている事項が、仕様書上は「許可をしないことができる」と記載され

ていた。条例違反となる余地のないよう、仕様書を見直す必要がある。

また、今後仕様書を作成する場合に当たっては、条例と規程を十分に照

らし合わせる必要がある。 

 

≪補足≫ 

 大分県立別府コンベンションセンター管理業務仕様書「第４ ビーコンプラ

ザの利用の受付、案内に関する業務及び利用の許可に関する業務の基準」の「１

（３）施設の利用の制限に関する事項」の中で、県条例第４条第２項各号のいず

れかに該当する場合には、「指定管理者は、利用の許可をしないことができる」

とされているが、条例本文を見ると、「指定管理者は、センターを利用する者が

～と認める場合は、センターの利用を許可しないものとする」とされている。 
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イ 自主事業の実施状況に関する事項 

ウ サービス改善提案事業に関する事項 

エ 管理施設の利用状況及び目標指標の達成状況に関する事項 

オ 料金収入の実績及び管理経費等の収支状況等 

カ 利用者からの苦情とその対応状況 

キ 施設設備の維持管理状況 

ク その他甲が指示する事項 

 

（事業報告書） 

第 30 条 乙は、毎年度終了後、業務に関し、１ヶ月以内に次の各号に掲げる

事項を記載した事業報告書を提出しなければならない。 

（１）管理業務の実施状況に関する事項 

（２）自主事業の実施状況に関する事項 

（３）サービス改善提案事業の実施状況に関する事項 

（４）管理施設の利用状況及び目標指標の達成状況に関する事項 

（５）料金収入の実績及び管理経費等の収支状況等 

（６）利用者満足度調査に基づく課題分析の結果、業務改善の実施状況 

及び自己評価 

（７）施設設備の維持管理状況 

（８）その他甲が指示する事項 

 

 収支報告書や事業報告書を閲覧したところ、上記事項について記載されてい

ることは確かめることができたものの、指定管理者が基本協定書及びその他指

定管理者が設定した目標に対して、開催実績に至るまでの経営の基本方針や戦

略、またリスクや課題が記載されていなかった。 

事業の概要等の記述情報によって、財務情報を補完し、県（民）による指定管

理者及び指定管理業務の適切性を判断することを可能とし、記述情報が開示さ

れることにより、県及び指定管理者との中で建設的な対話が促進され、指定管理

者の経営の質及び県の管理の質並びに指定管理施設の効果を持続的に高めるこ

とができるものと思われる。指定管理者に、次のような点を事業報告書に盛り込

むよう指示、依頼することを検討することも一案である。 

 

・事業目的及びその目的達成に対する指定管理者の行動プロセス 

・事業目的に対して指定管理者が打ち出している理念、運営方針 

・指定管理者が設けている重要な指標（財務ＫＰＩ、非財務ＫＰＩ） 

※ＫＰＩ:重要業績評価指標（Ｋey Ｐerformance Ｉndicator） 
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・開催実績が可能となった要因について、指定管理者の視点からの分析 

・開催実績が不可能となった要因について、指定管理者の視点からの分析 

・事業運営に影響を及ぼしうる重要なリスク、不確実性等の情報 

・目指すべき財務の方向性や姿について、指定管理者が考えている事項 

・施設の 大限の活用に向けた指定管理者における議論 

・指定管理者が捉える経営環境（市場の状況、競争優位性等） 

 

 報告書が作成、提出することが主目的とならないような報告書にするため、

報告書の内容を見直すことが有用である。 

 

 

指摘 Ｂ－７ 事業計画書と収支計画書、事業報告書との整合性について 

 指定管理者の提出した事業計画書や業務計画書と事業報告書の内容

が整合しない事項があり、これについて事業報告書では特段の記載がな

かった。指定管理者は、まず事業計画書や収支計画書、事業報告書を比

較して、内容の整合性について確認し、県に報告する必要がある。また、

この点について施設所管課は、十分な指導を行う必要がある。 

 

≪補足≫ 

 例えば、事業計画書の「運営管理の実施体制及び組織」の中で記載されている

組織図の部名等と業務計画書や事業報告書の部名等が異なっていることについ

て、特段のコメントが付されていない点が見受けられた。また、業務計画書上の

人員配置図と、事業報告書の運営体制のスタッフの数が異なっていることにつ

いて、特段のコメントが付されていなかった。 

 

 

指摘 Ｂ－８ 収支実績書（年次）、収支報告書（月次）のあり方について 

 年度の事業報告書に係る収支実績書には、予算額と収入実績額で大き

く差額が生じているものについて、説明が記載されていなかった。 

 また、月次の収支報告書においては、単月及び累計の実績額は記載さ

れているものの、予算欄が設けられておらず、期中の予算実績管理（予

実管理）が十分に検討されているとは評価できなかった。 

 予実管理を可能な限りタイムリーかつ十分に行い、指定管理者と施設

所管課で情報共有して、その差を埋めていくための新たな施策や改善策

を実施するように努められたい。 
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≪補足≫ 

 年度報告に係る検証のみでは、当該検証が終わる頃には翌年度の事業が数か

月も経過しているといった形になってしまい、改善案が次年度に目に見える形

では反映されにくい。期中の段階から定量的なデータとして課題を蓄積し、可能

な限りリアルタイムに近い形で情報が活用できるように工夫する必要がある。 

 

 

指摘 Ｂ－９ 適正な人件費の計上について 

 収支実績書の人件費は概算金額となっており、実績額の報告が行われ

ていない。施設所管課に報告する際は概算値ではなく、実績値で報告す

る必要がある。 

 

≪補足≫ 

指定管理者は、施設所管課に対して収支状況の報告を行う必要があり、パート

職員の人件費支出は実績額で報告されているが、正規職員分に関しては実績額

ではなく役職等によって定められた概算額での報告が行われている。 

 正規職員の人件費は指定管理者の本部で計算されているため、ビーコンプラ

ザ内の事務所で算出することはできない。そのため、月次では簡便的に役職ごと

に定められた定額を費用計上し、本部へ同額を送金している。 

 このように、本部で給与計算が行われるため期中では概算金額で費用計上す

ることも止むを得ない一面もあるが、決算報告の際には実際に発生した人件費

に修正して報告する必要がある。そのため、確定した人件費と本部へ送金した金

額の差額については精算を行い、実際に支出した人件費に修正後の金額をもっ

て、施設所管課に報告すべきである。 

また、施設所管課においても、報告される支出の内容については実績値で報告

されていることを確認する必要がある。 

 

 

指摘 Ｂ－10 契約書と異なる委託金額の報告について 

 県に報告されている第三者委託の金額が、構成団体が外部（第三者）

と契約した金額ではなく、共同事業体が構成団体に支払う金額で報告さ

れていた。共同事業体は構成団体との間で書面を交わしておらず、客観

的には報告金額が不適切なものとなっている可能性がある。 
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≪補足≫ 

 当指定管理業務においては、県と共同事業体と契約を結んでいる業務の中で

一部について第三者委託が行われている。この第三者委託について、指定管理者か

ら県に報告された金額と、構成団体と委託業者との契約書に記載されている金

額（契約金額）が一致しておらず、県に報告された金額の根拠、合理性を判断で

きなかった。 

 

 

ＡとＢ 

共同事業体から県に対する報告金額について、一部におい

て契約書などの具体的な根拠資料が確認できず、ＢからＣ

に支払った実額が報告されている。 

ＢとＣ 契約書は監査時点において作成されていなかった。 

ＣとＤ 
契約書は存在したが、共同事業体から県に報告された金額

と異なっていた。 

 

 施設所管課によると、第三者委託契約金額の差異率は 16.3％となっている。

委託金額の差額については、構成団体の収入となっている可能性が高く、構成団

体と委託業者との契約金額が異なっていたことを、施設所管課は認識していな

かったものと思われる。また、委託金額が異なる場合、その報告を指定管理者へ

義務付けていなかったし、指定管理者からの自主的な報告も行われておらず、

現状の取引・報告の流れは、不適切である。 

この点については、「共同企業体による指定管理施設の管理・運営に関する実

態調査報告書」（2008 年４月、財団法人地方自治総合研究所 全国地方自治研究

センター・研究所）において問題提起がなされており、参考にされたい。 

 

 

指摘 Ｂ－11 委託契約書の写しの入手漏れについて 

 施設所管課において管理業務に係る再委託契約書が漏れなく入手さ

れてはいない。基本協定書に基づき書類の入手、保管を行い、事業開始

までに十分な検討を行う必要がある。 

A県
B共同

事業体

C構成

団体

D委託

業者
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指摘 Ｂ－14 備品台帳の更新不備について 

 新規に貸与された備品が指定管理者の備品台帳に登録されていない

状況が見られた。県有財産に関しては、備品台帳に登録したうえで管理

する必要がある。また、貸与した施設所管課においても、貸与資産が指

定管理者の備品台帳に登録されていることを確認する必要がある。 

 

≪補足≫ 

備品台帳に登録されていなかった備品 

品名 メーカー 形式／型番 取得年月 実数 

ビジネスプロジェクター エプソン EB-G7200W 
平成 30 年 

１月 
１ 

業務用ディスプレイ 

（案内用デジタルサイネージ） 
シャープ PN-Y556 

平成 31 年 

３月 
１ 

業務用ディスプレイ 

（案内用デジタルサイネージ） 
シャープ PN-Y496 

平成 31 年 

３月 
１ 

 

基本協定上は貸与した備品は備品台帳に記載し、使用できる状態を保つ必要

がある。 

基本協定

（甲による備品等の貸与）  

第 18 条 甲は、別紙２に掲げる備品等（Ｉ種）を無償で乙に貸与する。 

    ２ 乙は、指定期間中、備品等（Ｉ種）を常に良好な状態に保つもの

とする。 

基本協定 別紙２ 管理物件 

（２）管理物品  

   １）備品等（Ⅰ種：本協定 第 18 条） 

センターの備品等として甲が準備し、乙に貸与するもの。 

別冊、備品台帳のとおり 
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指摘 Ｂ－15 使用が見込まれない備品の処分について 

 備品台帳に開業年度（平成７年度）に取得した資産が登録されており、

この中にはアナログ機器も存在し、今となっては使用することができな

い備品も含まれている。 

資産管理業務の軽減や設置置場の有効利用等の観点から廃棄処理を

検討する必要がある。 

 

≪補足≫ 

 使用が見込めない備品は、以下のとおりである。 

 

使用が見込めない備品 

品名 取得年月 

音響設備 
平成７年 

２月 

映写機（オーバーヘッドプロジェクター） 
平成７年 

２月 
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施設４ 

施設５ 

大分農業文化公園 

大分県都市農村交流研修館 

指定管理 

 
所管部課室 農林水産部 地域農業振興課 

施設所在地 杵築市山香町大字日指１－１ 

施設概要 資料編Ｐ26～35 

施設略称 農業文化公園、交流研修館 

指摘略号 Ｃ 

 
【監査結果】 

指摘 Ｃ－１ 将来的なあり方と維持管理・更新費用について 

 当該施設の設置目的が将来的にも県民のニーズに合致するものかど

うか、検討を行ったうえで当該施設の将来的なあり方（将来ビジョン）

を定め、それに基づいて修繕や追加投資の是非を検討すべきである。 

 

≪補足≫ 

農業文化公園は、｢豊かな自然と親しみながら、農業・農村の文化等に関し

学習する機会を提供することにより、農業・農村及び自然環境に対する県民の

理解を深めるとともに、新しい農業・農村づくりに資する」（大分農業文化公園

の設置及び管理に関する条例第１条）という目的を達成するために、平成13年度

に設置された。

開園当初においては、県民の間に上記のような県民ニーズがあったのかもし

れない。しかし、開園後 20 年近く経過し、少子高齢化等の社会情勢の変化の中

で、現在においても上記のような県民ニーズがあるのか、今一度検討してみる必

要がある。花々の鑑賞や収穫体験等を通じて農業や自然に親しむ体験は、民間の

類似施設でも実施されており、必ずしも農業文化公園でなければ体験できない

ものではなくなってきている。 

このような社会環境においても、引き続き設置目的に沿った事業を継続して

いくのか、他の農業関連施設への転用を図っていくのか、農業関連以外の事業

も行えるようにしていくのか、農業文化公園の将来的なあり方は、複数の選択

肢があると思われる。 

また、至る所で老朽化が顕著になっており、現場視察においても修繕が必要な
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箇所が数多く確認され、維持管理・更新費の増加が容易に想像された。 

今後、どの程度のコストを投入すべきかの判断は、先に述べた将来的なあり方

が示されなければ判断できない。現状、将来的なあり方が充分に示されないまま、

事業継続に必要な 低限の維持管理しか行われていないように見受けられる。 

施設所管課においては、農業文化公園の将来的なあり方を示したうえで、中長

期の維持管理、更新（もしくは処分）計画を策定することが望ましい。 

 

 

指摘 Ｃ－２ 国庫補助金により整備された施設について 

 国庫補助金により整備された施設であっても、必要に応じて耐用年数

到来前でも処分するかどうかの検討を行うべきである。 

 

≪補足≫ 

農業文化公園は「老朽化」とともに、遊休状態の施設も存在し、事業規模と比

較して、オーバースペックな状況にあると感じた。過去に有休施設を取り壊すこ

とが検討されたようであるが、国庫補助金を財源に整備されたため、取り壊せば

国庫補助金返還の問題も生じ、耐用年数が経過する令和 27 年度までは取り壊せ

ないジレンマを抱えている。 

 

「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」 

第 22 条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した

政令で定める財産を、各省各庁の長の承認を受けないで、補助金等

の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担

保に供してはならない。ただし、政令で定める場合は、この限りで

ない。 

 

「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令」 

第 14 条  法第二十二条ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げ

る場合とする。 

一 補助事業者等が法第七条第二項の規定による条件に基き補助

金等の全部に相当する金額を国に納付した場合 

二 補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して各

省各庁の長が定める期間を経過した場合 
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上記法令は、補助金交付目的の達成に必要な規程であるが、社会情勢の変化

に合わせた施設活用を望む地方公共団体には「施設の再整備を妨げる足かせ」

にもなっていたため、以下の主旨により法令の弾力的な運用が図られることに

なっている。 

 

・概ね 10 年経過した補助対象資産は、補助目的を達成したものとみなし、 

当該財産処分の承認は原則、報告等をもって国の承認があったものとみな

す（包括承認制）。 

・承認では、用途や譲渡先等について差別的な扱いをしない及び国庫納付を 

求めない。 

・有償の譲渡・貸付の場合は、国庫納付を求める等 小限の条件を付す。 

・概ね補助事業終了後 10 年経過前であっても、災害による損壊等補助事業者

等の責に帰することのできない事由による財産処分や、市町村合併、地域再

生制度の施策に伴う財産処分については、同様の取扱いとする。 

 

各省庁は、この運用の弾力化の主旨に沿った通知を行っている。 

農業文化公園は農林水産省の補助金で整備されているが、農林水産省におい

ても「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分等の承認基準に

ついて」（平成 20 年５月 23 日付け 20 経第 385 号農林水産省大臣官房経理課長

通知、平成 30 年３月 30 日 終改正）により、同内容が通知されている。 

 上記通知に従えば、一定の条件を満たすことにより 短 10 年で処分すること

が可能である。もちろん、処分（取り壊し等）に伴う予算も必要となるが、オー

バースペックな状況を解消する一案として検討されたい。 

なお、各省庁が同様の通知を行っているので、農業文化公園に限らず他省庁の

国庫補助金で整備された県有施設の処分の検討を行う際にも、参考にされたい。 

（参考文献：「補助金等により整備した公共施設の他用途展開に関する調査研究」 

一般社団法人地方自治研究機構、平成 31 年３月） 

 

 

指摘 Ｃ－３ 遊具等の計画的な保全措置の実施について 

 開園当時から設置している遊具については、標準使用期間を超過して

おり、利用者の安全対策上早急かつ計画的に修繕していくことが望まし

い。 
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≪補足≫ 

保全措置の対象一覧に保全措置が必要な資産が多数記載されている状況であ

り、撤去も含め計画的な保全が必要となっている。 

特に開園（平成 年度）当時から設置されている遊具は、設置後 年近くが

経過しており、標準使用期間を経過している（一般社団法人日本公園施設業協会

が定めた遊具の標準使用期間は、構造部分が鉄製の場合は 年、木製の場合は

年が目安とされている）。今後は利用者の安全面を第一に、計画的な保全措置

を実施すべきである。 

 

 

指摘 Ｃ－４ 利活用策の検討について 

 事業目的に賛同してくれる企業、団体等を募り、それら団体等の保有

する資源を活用し、少ない予算でも実施できるイベント等の企画を検討

し、将来的には、イベント企画や集客ノウハウを有する企業、団体等を

何らかのかたちで参画させることも検討すべきである。 

 

≪補足≫ 

農業文化公園には、下記の課題がある。 

 ① 財源不足（新規事業に取り組む財源が無い） 

 ② 行政連携（関係自治体の動きが鈍い） 

 ③ データ不足（利用者ニーズに関するデータや基礎的な数値が不足） 

 ④ 指定管理者のノウハウ不足（企画・追加資金・広報の力が不足） 

 

これらの課題について、個別に検討する。 

 

課題①「財源不足」（新規事業に取り組む財源が無い） 

 

県の厳しい財政事情を勘案すれば、新規事業に取り組むためには自主財源

を増やすことが必要条件と考えられる。自主財源としては、利用料金や飲食収

入、物品販売収入等があるが、いずれも入園者を対象としているため入園者が

増加しない限り大幅な増加は見込めないのが現状である。 

そのため、少ない予算で新規事業を実施する手段がないか検討することに

なるが、例えば、当該施設の事業目的に賛同してくれる企業、団体等を募り、

イベント等を企画する際には、それら団体等からヒト、モノ、カネの提供を受

けて実施すること等も有用である。 
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イベント等の実施は、それら企業等の商品やサービス等の取扱量の増加に

繋がるように企画すれば、賛同する企業等が現れるであろう。また、企業等は、

県の政策目的に賛同し協力している実績を社内外にアピールでき、知名度や

イメージ等の向上に繋がることを期待して、手を挙げることも想定される。 

これは、いわゆる「企業ＣＳＶ」を活用した手法であり、農業文化公園側の

事業目的に沿いつつ、企業側でも何らかの利益が得られるような企画を考案

できれば、他施設においても活用できる手法である。 

 

［企業ＣＳＶ］ 

企業ＣＳＶ（Ｃreating Ｓhared Ｖalue）とは、「共通価値の創造」を意味し、

企業が社会貢献活動と利益の追求を同時に実現できる手法のことを言う。 

 

［企業ＣＳＶの具体例］ 

事業会社と農家が契約し、事業会社のための茶葉を生産してもらうかわりに

すべての茶葉を購入するというものである。事業会社は安定して茶葉を仕入れ

ることができ、農家側も安定した収入が得られる、事業会社と農家が win-win で

繋がる仕組みである。事業会社は「緑茶の原料である茶葉を安定的にかつ高品質

で仕入れるという自社の利益」と「農家の教育と安定的な収入の確保という社会

的課題の解決」を同時に実現する取組である。 

 

課題②「行政連携」（関係自治体との連携が難しい） 

 

農業文化公園には、宇佐市と杵築市の所有施設も含まれるため、県の判断の

みで運営を判断することが難しい部分もある。幾度となく県及び両市の施設

所管課の間で協議を行ったが、施設の有効利用に至っていないようである。 

施設所管課の間での協議では進展が見込めない場合は、市町村連携を担う

部署が協議に参画することも有効かも知れない。 

 

課題③「データ不足」（利用者ニーズに関するデータや基礎的な数値が不足） 

 

基本協定書第 29 条によれば、「指定管理者は施設利用者の満足度を調査す

るため、アンケート等により施設利用者の意見・苦情等を聴取するとともに、

その結果を速やかに県に報告する必要がある。また、指定管理者は、その調査

結果に基づき、施設利用者の利便性の向上を図る上での課題を分析し、速やか

に業務改善策をとりまとめ、実施するもの」としている。 

農業文化公園においても、上記の規定に従いアンケートを実施し、その結果
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を集計及び分析し、業務改善策を立案・実施している。しかし、アンケートの

分析結果と実施した業務改善策との関連性が今ひとつ判然としない。分析結

果のどの点を受け、この業務改善策に至ったのかという点が不明瞭である。 

この原因として、アンケートの内容も関係している。例えば、現在のアンケ

ートでは「利用目的は、何ですか？」と「公園利用で満足しましたか？」とい

う質問がそれぞれ独立した設問となっており、利用目的ごとの満足度が分析

できなくなっている。 

また、「（公園利用において」不満だった点は、どこですか？」という質問に

対して、「公園全体（広さ・雰囲気等）」という選択肢で回答を得たとしても、

具体的に「公園のどこに不満だったか？」が分からない形式になっている点等

は、改善の余地がある。利用者のニーズに即した業務改善策を立案・実施する

ために、アンケート内容の改善を進めるべきである。 

 

課題④「指定管理者のノウハウ不足」（企画・追加資金・広報の力が不足） 

 

現在の指定管理者（大分県農業農村振興公社）は、施設管理に強みを持ち、

知識と経験を有した公社職員によって、広大な管理区域を効率よく管理して

いる。またイベント企画（コキアレッドフェスタ等）の充実にも尽力し、集客

に結びつけつつある点は評価できるが、今後も継続的に集客活動を進めるこ

とが必要であり、公社の他に「イベント企画や集客ノウハウを有する企業、団

体等」を何らかの形で参画させることが有用である。 

企業・団体等との連携については、以下の方法が考えられる。 

 

１．企業・団体との連携 

１）連携目的 

・外部の専門機関による視点で、施設の利活用を検討する。 

  ・指定管理者の不得意な分野（本業外の分野）を補完する。 

（助言に留まらず、業務提携、又は再委託等も想定される。） 

 

２）連携内容（企業の例：各種コンサルタント、広告代理店等） 

①助言 

集客施設の潜在能力を生かして、魅力を高める管理・運営・広報につ

いて、企業等から助言を得る。 

［過去の実施例］ 

・キャンプ施設に対するマーケティング調査（行政企画課） 

②指定管理者との業務提携、施設所管課からの委託 
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助言よりも踏み込んだ形で、「施設改良やサービス内容・人員配置の見

直し等の管理面」や「イベントの企画や年間行事計画等の運営面」、「各

種メディア・ＳＮＳによる情報発信等を含む集客に繋がる広報面」にお

いて、業務提携や委託を行う。 

 

２．県内の大学・短期大学との連携 

１）連携目的 

  ・学生及び研究者による自由かつ未来志向の発想を生かす。 

  ・学生による施設の魅力発見や写真・動画のＳＮＳ発信を狙う。 

  ・連携を通じて、学生に大分県への理解及び愛着を深めてもらう。 

２）連携内容 

 例えば、大分県立芸術文化短期大学との連携は、以下が想定される。 

①事業委託 

同大学で、上記目的と合致しやすい国際総合学科（観光マネジメント

コース、現代キャリアコース）、又は情報コミュニケーション学科（地域

ビジネスコース）にマーケティング題材として、施設概要や課題を提示

し、教職員及び学生に「施設利活用策」を研究してもらう。 

また、情報コミュニケーション学科（情報メディアコース）、又は美術

科（デザイン専攻）に「施設ＰＲツールの製作」を依頼し、教職員及び

学生から「施設パンフレットや施設紹介動画」を提供してもらう。 

②サービスラーニング(※) 

同大学独自の「大学で学んだことを地域に生かし、活動することで学

びの意義を知る」ことを目的としたカリキュラム「サービスラーニン

グ」の一環として、施設の利活用策検討に取り組んでもらう。 

［過去の実施例］ 

・大分トリニータ若者集客大作戦 

・中央商店街活性化プロジェクト 

・たけた食育ツーリズム研修 等 

※：サービスラーニングとは、「ボランティア活動等の社会奉仕活動を

通じて、その経験を授業内容に反映させ学習効果を高めるととも

に、責任ある社会人となることを目指す学習方法」を指す。 

 

その他連携については、監査において全ての施設の連携事例を聴取して

おり、各施設の「【資料編】施設概要の６．施設利活用に係る状況（２）他

組織との企画・情報発信における連携」を参考としてもらいたい。 

以上が諸課題とその対応策についての検討である。今後の当該施設のあり方
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や管理運営を行っていくうえで、参考として貰いたい。 

一方、農業文化公園の目標指標（年間来場者数 33 万人）は、現状からすれば、

その難易度は高いと言わざるを得ない。この点は、施設所管課も十分認識してお

り、指定管理者と連携し、以下のような目標達成に向けた取組を進めている。 

 

１．若手技術者会議プロジェクトチームによる利活用の検討 

目的：利活用のアイデア出し 

構成：農林水産部の若手職員 15 人（７～８人×２班） 

期間：３か月（平成 31 年１～３月） 

［スケジュール］ 

平成 31 年 １月 

２月 

３月 

地域農業振興課から課題提起 

現地視察、チーム内検討 

農林水産部長あてプレゼンテーション（２班） 

 

［得られた効果］ 

・施設所管課における論点が整理された。 

・若手職員によって分析データ等が作成された。 

・提案されたアイデアを活用した（検討→試行→本格実施）。 

 

２．庁外ワーキンググループによる中長期計画・仕様書等の検討 

目的：次回公募に向けての中長期計画（次期５年間）・仕様書の検討 

構成：有識者７名（イベント主催者等の関係者等） 

期間：５か月（令和２年１～５月） 

［スケジュール］ 

令和２年 １月 

３月 

〃  

 

 

４～５月 

５月 

準備（委員選定、議題等の検討） 

庁外ワーキンググループ会議（第１回） 

庁外ワーキンググループによる現地視察 

→庁外ワーキンググループの意見を踏まえ、 

中長期計画・仕様書案を作成 

庁外ワーキンググループ会議（第２回） 

中長期計画・仕様書の確定 

［期待される効果］ 

・前回公募時の中期計画・仕様書よりも実行性の優れた内容となる。 

・関係者との関係性が向上し、施設運営にもプラスになる。 

 

上記取組から提案されたアイデアがイベント企画（コキアレッドフェスタ等）

－ 57 －



－ 58 －



－ 59 －



≪補足≫ 

 農業文化公園のホームページには、身長 145 ㎝未満の子どもが乗ることがで

きる貸自転車があるかないかの記述はなく、自宅にある自家用自転車の持ち込

みができるとの記載があるのみである。これは、小学校低学年の児童は、自転車

の運転に充分に慣れておらず、貸自転車では転倒して怪我をするリスクがある

点を考慮して、貸自転車を導入していないということである。 

しかし、農業文化公園がメインターゲットとしている利用者は「子どもを持つ

ファミリー」（子育て世代）としていることから、貸自転車がないことで利用者に

不便を感じさせるよりも、安全対策に十分に配慮したうえで、家族揃って楽しめ

るよう、子ども用貸自転車を揃えることが望ましい。 

 

 

指摘 Ｃ－８ 売上金の入金方法について 

 売上金を銀行に入金する際は、盗難や紛失等のリスクを勘案して、複

数名の職員で行う等のルールを設けるべきである。 

 

≪補足≫ 

農業文化公園では、売上金を毎日銀行へ入金するのではなく、ある程度売上金

が溜まった時点で（およそ 300 万円が目途ということであった）銀行へ入金し

ている。銀行へは、担当の職員が１人で現金を持参し入金を行っている。 

しかし、数百万円の売上金を１人の職員が銀行へ持参し入金することは紛失、

盗難等のリスクが高いと考える。銀行に集金してもらうことが望ましいが、難し

い場合は、「銀行への入金は、必ず複数名の職員で行う」等のルールを決めて、

１人の職員に過大な負担が掛からないようにすべきである。 

 

 

指摘 Ｃ－９ 売上金の確認方法について 

 売上金の確認は、ＰＯＳレジスターの精算レシートと現金の残高が一

致していることを確認すべきである。 
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指摘 Ｅ－４ 利用実態からの利用日等の見直しについて 

 施設の利用日及び利用時間については、大分県都市公園条例施行規則

において定められているが、その利用日及び利用時間について、利用実

態から見直しが検討されているような資料を確認することはできなかった。 

 指定管理者及び施設所管課は利用実態を踏まえ、利用日及び利用時間

が、施設の安全面や効率性の面から望ましい状況となっているか協議、

検討する必要がある。なお、協議の結果については、文書に残すことが

望ましい。 

 

指摘 Ｅ－５ 協定書の締結日とその他文書の提出日との整合性について 

 協定書が締結される前に、業務計画書が提出される形となっていた。

協定を締結してから計画書を提出するように協定締結を早めるか、業務

計画書の提出日を遅らせる必要がある。 

 

≪補足≫ 

 平成 26 年３月 20 日に締結されたスポーツ公園及び高尾山自然公園の管理に

関する基本協定書を閲覧したところ、平成 26 年度の業務計画書について、平成

26 年３月 15 日までに提出するものとすると定められている事項があった。 

 

 

指摘 Ｅ－６ 収支計画書（予算額）のあり方について 

 受託管理業務において、平成29年度の人件費の決算額が75,089千円と

なっているが、平成30年度の業務計画書の人件費予算額が57,000千円と

なっていたことについて、その要因を施設所管課が把握、検討せず計画書

を受理している。監査人から当該要因について、現地視察時に指定管理

者側に質問したが回答が得られず、予算額の根拠が提示されなかった。 

 収支計画書の提出が目的化した、形式的な作業となっている可能性が

ある。収支計画書の作成意義を明らかにしたうえで、実現可能性のある

数値を計画書に掲げ、事業を実施していくべきである。 
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指摘 Ｅ－９ 利用人数の報告誤りについて 

 事業報告書の管理施設の利用状況及び目標指標の達成状況の施設ご

との利用者数について、根拠資料と照合したところ、昭和電工サッカー・

ラグビー場の利用者数（平成30年度）において誤りが見られた。施設所

管課は、指定管理者からの事業報告書へのチェックを適切に行い、必要

な指導を行っていく必要がある。 

 

指摘 Ｅ－10 特定の団体への使用料減免の取扱いについて 

 県軟式野球連盟による野球場の一部使用について使用料が５／10減

免されているが、他競技他団体との公平性の観点から、見直しを検討す

ることが望ましい。 

 

≪補足≫ 

 野球場は、廃止された春日浦球場の継承施設であり、春日浦球場の使用料規定

に減額が定められていた経緯や、連盟に対する減免がすべての使用に対して適

用されるのではなく、県スポーツの振興、発展への貢献度を踏まえ、一部の九州

大会以上の本大会に向けた予選を減額対象とする等からは、一定の合理性を確

認できる。

 

しかし、他の競技団体との公平性を鑑みると、永久に減免するのではなく、期

間を設けた措置とすることが望まれる。 

 

 

指摘 Ｅ－11 植栽等の伐採実績の把握について 

 緑地管理について、仕様書に基づき作成された遷移阻害種伐採計画に

対して実績としてどれくらい伐採が行われたか比較できる資料が作成

されていなかった。次回の計画作成や委託料を算定する際の資料にもな

ると考えられるため、比較資料を作成されたい。 

 

≪補足≫ 

植栽等緑地の管理については、専門の業者に再委託するとともに、平成 26 年

度から新たに仕様書に盛り込まれた遷移阻害種伐採計画に基づいて実施されて

いる。スポーツ公園は管理区域が広大であり、近隣住民からの植栽の伐採依頼も

多く、緊急に対応しているものもあるため、実際には当該計画を上回るペースで

伐採が行われているということであった。 
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映されるということであったが、当初の遷移阻害種伐採計画と比較して、実際に

どれぐらい伐採が行われたのか、計画は予定通り実施されたうえでの伐採費用

の増加なのか、判断できる比較資料がなかった。 

県としても、次回委託料に反映させる際には、比較資料をもとに、まずは計画

の実施状況を判断することが望ましい。 

 

そして、伐採に関して実際にかかった費用は、県と協議して次回の委託料に反
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このような提起を受けて、様々な改善案が話し合われているが、それにも関わ

らず、竹林エリアについて有効な活用策が見いだされない場合は、竹林エリアを

管理する所管課をひとつにまとめ、竹に関連した産業を育成する方向で活用す

べきである。セルロースナノファイバーの原料として竹を竹林資源の活用団体

へ提供することは竹を使った産業を育成するという側面が大きく、集客という

側面は考慮する必要はない。 

現状、指定管理区域内の竹林エリアは公園・生活排水課、指定管理区域外の竹

林エリアは林産振興室が所管しているが、産業を育成するという一つの目的を

推進していくためには、２つに分かれている所管課を一つに集約して、より効率

的な組織に再編することを検討すべきである。 
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 実証展示林エリアについては、指定管理者は区域の維持管理のみに対応して

いるが、指定管理上、利活用の促進イベントを実施し、活用案を提案するという

活動にも参加している。 

　現在、実証展示林エリアの利用者は600人程度であるため、認知度を上げ来客

を増やし有効な利活用を図る必要があるという認識のもと、公園・生活排水課、

林産振興室、日出町、指定管理者等を交えて様々な検討が行われているが、具体

的な有効策は見いだせず。県民利用施設の有効な利活用が永年できていない状

況が続いている。 

 そもそも実証展示林エリアはハーモニーランドから少し離れたところにあり、

また高低差もあるため、ハーモニーランドに来園した子どもやお年寄りが、わざ

わざ足を延ばすとは考えにくい。 

また、竹クラフトの体験等のイベントを年に数回実施しているが、実証展示林

エリア内の管理棟駐車場までの道は、国道からの入り口が分かりにくいうえに

道幅も狭く、駐車台数も 20 台分しかないため、クラフトのイベントを実施して

も、参加者は駐車可能な台数分で頭打ちとなってしまう。 

 このような地理的・物理的制約から多数の来客を求めることは困難であり、実

証展示林エリアの活用方法は、集客を前提とした考え方を改めるべきである。竹

林資源の活用団体が中心となってベンチャー企業と、竹を原料としたセルロー

スナノファイバーの研究が進展しているということで、実証展示林エリアは集

客とは異なる竹林の活用が検討されており、それを軌道に乗せて地域の活性化

を図ることが、より現実的な活用方法と考える。 

 竹林資源の有効活用を図るという観点から、指定管理者に維持・管理させてい

る実証展示林エリアについても、大分県は竹林資源の活用団体へ竹林の切り出

しや保管などのサポートをすることが想定されるが、その際、指定管理者の管理

区域と大分県の管理区域が混在していることは効率的ではなく、指定管理者に

任せるのではなく、大分県が一体として管理すべきと考える。 

 

 

指摘 Ｆ－３ 実証展示林を都市公園として管理することについて 

 指定管理区域の実証展示林エリアは、都市公園ということを前提に利

活用の検討が行われているが、都市公園として保持し続けるべきか否か

検討すべきである。 

 

≪補足≫ 

 都市公園計画区域（44.0ha）は有料区域（6.16ha）、無料区域（17.33ha）、実
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証展示林（16.14ha）及び民地（4.37ha）から構成される。 

 都市公園計画の決定から 34 年経過している現在、当初計画されていた都市公

園の機能が十分発揮されていることを検証することが県民にとって有益である

と考え、大分県ホームページに記載されている都市公園としての機能が発揮さ

れているかどうかを検討する。 

大分県ホームページによれば、社会資本としての都市公園には、存在効果とし

て都市形態規制効果、環境衛生効果、防災効果、心理的効果、経済的効果及び環

境保全効果、そして利用効果に分類される。 

 

 

「存在効果」 

 （１）都市形態規制効果・・・無秩序な市街化の連担の防止など、 

都市の発展形態の規制・誘導 

 

              

        緑の適切な配置による良好な街並みの形成 

 

 （２）環境衛生的効果・・・ヒートアイランドの緩和等都市の気温調節、 

              騒音等の吸収、大気汚染防止など 

 

      

   ヒートアイランドの緩和等     騒音等の吸収・大気汚染防止 

   都市の気温調節      

  

 （３）防災効果・・・地震等災害時の避難地、延焼防止、爆発等の緩衝、 

洪水調節など 
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テーマパークであるハーモニーランドの来園者が全く趣

向の異なる実証展示林に足を延ばして休憩・休息の場とし

て利用することは現実的でなく、また傾斜が多い地形のた

め高齢者や小さい子供がいる家族連れがわざわざ竹林・森

林エリアに行くような場所ではなく、休養・休憩の場と捉

ハーモニーランドとは反対側の入り口も幹線道路から入

りにくく、駐車場が20台分しかなく広く県民の休憩・休息

の場となっているとは言い難い。 

 

 子供の健全な育成の場 

   

小学校、中学校で実証展示林エリアを利用した事例はな

い。子供の健全な育成の場として活用されておらず、子供

の健全な育成の場としての効果は発揮されていない。 

 

 競技スポーツ・健康運動の場 

   

例えばトレイルランニングコースとして整備するには狭

く、規模的に中途半端であり、競技スポーツの場として活

用することは困難である。また近隣住民がウォーキングコ

ースとして活用するような立地ではない。 

 

 教養・文化活動等様々な余暇活動の場 

   

余暇活動の場として活用するためにはアクセス道路の整

備が必要であるが、アクセス道を整備する計画は具体化し

ておらず、余暇活動の場とすることは非現実的である。 

 

 地域のコミュニティ活動、参加活動の場 

   

地域のコミュニティ活動、参加活動の場とするためには

アクセス道路の整備が必要であるが、アクセス道を整備す

る計画は具体化しておらず、地域のコミュニティ活動、参

加活動の場とすることは非現実的である。 

 

えることは適さない。 
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こと）について質問したところ、以下の理由により困難である、との回答を得た。 

① 都市公園は都市公園法第 16 条一～三に該当する場合以外は、

みだりに廃止することはできない。 

 

（参考）都市公園法第 16 条 

公園管理者は、次に掲げる場合のほか、みだりに都市公園の

区域の全部又は一部について都市公園を廃止してはならな

い。 

一  都市公園の区域内において都市計画法の規定により園 

及び緑地以外の施設に係る都市計画事業が施行される場合

その他公益上特別の必要がある場合 

二 廃止される都市公園に代わるべき都市公園が設置される

場合 

三  公園管理者がその土地物件に係る権原を借受けにより 

取得した都市公園について、当該貸借契約の終了又は解除

によりその権原が消滅した場合 

  

② ハーモニーパークは都市公園決定されているため、都市公園の

区域の変更（実証展示林区域を都市公園区域から外す）を行う

場合には、別途、都市計画決定の変更の手続きが必要になる。 

③ 県の区域内における県民一人当たりの都市公園面積は「13.4

㎡」（平成 31 年 3 月 31 日時点）で、「おおいた土木未来プラン

2015」に示す令和６年度までの目標値「13.4 ㎡/人」を達成し

ているが、実証展示林区域を都市公園から外した場合は、上記

目標値が未達成となる。 

 

 ①について、他の地方公共団体から「都市公園の保存規程の弾力化」について

国土交通省へ質問を行った際に、国土交通省は 

「都市公園の整備・管理に係る事務は自治事務とされているところ、公園管理者

である自治体が、「公益上特別の必要がある場合」に該当すると判断される場合

には、都市公園の廃止は可能である。なお、現行規定でも可能である旨を明確化

する具体的手法については、検討して参りたい。」と回答しており、廃止するこ

とが不可能であるとの見解を示していない。 

上記の点を踏まえて、施設所管課に実証展示林を都市公園から外す（廃止する
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 ②について、都市計画の変更手続が不可能ではないのであれば積極的に検討

すべきである。ハーモニーパークは都市公園のまま維持し、実証展示林は都市公

園から外すことについて、都市公園変更の手続を行うことを検討すべきである。

 ③について、県民利用施設を有効に利活用するためになすべき施策と、県民一

人当たりの都市公園面積を達成することを比較したときに、どちらを優先すべ

きかを考えれば、県民利用施設を有効に利活用する施策を優先して都市公園を

廃止することを検討するべきであろう。「おおいた土木未来プラン 2015」の目標

値に拘って都市公園の面積を減らすことを恐れるのではなく、さらに都市公園

を整備すべき地域を増加させる取組に注力すべきである。   

 昭和 60 年度に都市公園の計画決定がされて以降、ハーモニーランド及びフリ

ーゾーンが、アトラクション施設として県民が利用することができる余暇活動

の場を提供されているが、実証展示林エリアは年間利用者が600名程度であり、

上記のように都市公園として存在することの意義が見いだせない状況である。 

 昭和 60 年度当時は、実証展示林エリアとハーモニーランドを一体とした都市

公園としての整備を計画していたのであろうが、34 年後の現在は当該計画を達

成することができていないと言わざるを得ない。 

 目的を達成できないままの実証展示林エリアをそのまま都市公園として残し

ておくことは、本来の効果を達成できていないエリアへ、その維持費用について

指定管理者を通じてであったとしても、効果の乏しい支出を続けることになり、

財政面の観点からも疑問である。 

 あるべき機能を果たしていない県有財産については、その機能を一旦スクラ

ップして新たな機能をビルドすべきであると考え、都市公園を廃止することを

含めて、実証展示林エリアの管理のあり方を検討されたい。 
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施設９ 港湾環境整備施設（大分港西大分地区） 直営 

 

所管部課室 土木建築部 港湾課、大分土木事務所 大分港振興室 

施設所在地 大分市生石５丁目 

施設概要 資料編Ｐ60～65 

施設略称 大分港西大分地区 

指摘略号 Ｇ 

 

【監査結果】 

指摘 Ｇ－１ 附属地及び使用許可のあり方について 

 にぎわいづくりや公平性の観点から、使用許可のあり方（新規利用者

の選定方法）について適切なものか検討すべきである。 

なお、附属地に立地する結婚式場やライブハウスは、複数者の提案競

技を経た上で使用を許可しており、一定の合理性はあるが、今後も交流

厚生用地上の附属地に空きが生じた場合、公平性を担保する観点から、

提案競技等により新たな利用者を選定すべきである。 

 

≪補足≫ 

附属地とは、「港湾関連用地や交流厚生用地等において、建物を設置させる等

の長期の使用をさせることを目的とした用地」である。また、交流厚生用地とは、

「港湾を通じた人的・経済的な国内外の様々な交流活動を推進する施設、又は、

港湾におけるレクリエーション活動の用に供する施設、及びこれらに付随する

施設のための用地」である。 

 

＜附属地のあり方等に係る論点及び見解の整理＞ 

［論点①］ 

・大分港西大分地区の交流厚生施設（結婚式場等）は、港湾施設か 

 

監査人の見解 施設所管課の見解 

・建物（上物）が明らかに港湾施設と

は無関係なものであれば、底地も港

湾施設として利用されているとは

判断しかねる。 

・底地については港湾施設であるが、

建物（結婚式場、ライブハウス）に

ついては、港湾施設ではない。 

（大分港西大分地区は、港湾法に基づ

いて策定された港湾計画上の交流
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［参考］都道府県立図書館比較（平成 30 年度実績等より） 

蔵書冊数 購入冊数 個人貸出資料冊数 団体貸出冊数 

冊 冊 冊 冊

1 大 阪 2,751,602 1 東 京 38,265 1 岡 山 1,410,737 1 福 井 188,601

2 東 京 2,633,901 2 岡 山 33,604 2 香 川 897,552 2 高 知 94,217

3 埼 玉 1,557,556 3 高 知 30,287 3 大 阪 802,745 3 大 分 82,787

4 滋 賀 1,450,681 4 大 阪 29,620 4 福 井 753,829 4 島 根 67,703

5 岡 山 1,444,667 5 鳥 取 27,402 5 滋 賀 735,249 5 岡 山 62,686

6 千 葉 1,412,251 6 和 歌 山 20,239 6 高 知 716,398 6 宮 崎 56,768

7 京 都 1,368,858 7 長 崎 18,993 7 宮 城 643,740 7 鳥 取 54,955

8 福 井 1,319,889 8 鹿 児 島 18,940 8 徳 島 588,386 8 青 森 41,178

9 長 崎 1,244,627 9 福 岡 18,642 9 大 分 586,601 9 福 島 37,731

10 神 奈 川 1,198,996 10 滋 賀 17,882 10 和 歌 山 546,529 10 茨 城 37,670

11 大 分 1,191,767 15 大 分 16,245 11 新 潟 537,050 11 群 馬 32,717

来館者数 
人口 1,000 人あたり

来館者 
調査相談件数 年間開館日数 

人 人 件 日

1 岡 山 989,077 1 山 梨 1,100.8 1 大 阪 110,854
1

山 梨
340

2 山 梨 923,345 2 高 知 1,030.5 2 岡 山 85,821 佐 賀

3 大 阪 890,121 3 福 井 752.8 3 東 京 72,066 3 岩 手 339

4 高 知 747,393 4 徳 島 581.4 4 福 岡 60,097 4 青 森 330

5 鹿 児 島 621,968 5 岡 山 515.0 5 山 梨 49,598 5 東 京 326

6 福 井 595,248 6 鳥 取 475.3 6 埼 玉 37,676 6 鳥 取 325

7 奈 良 573,351 7 香 川 462.2 7 愛 知 36,206 7 秋 田 321

8 岐 阜 550,198 8 宮 崎 427.5 8 福 井 35,812 8 大 分 316

9 東 京 548,184 9 大 分 424.6 9 鹿 児 島 30,249 9 石 川 313

10 愛 知 529,750 10 奈 良 418.0 10 高 知 30,121
10

静 岡
304

11 大 分 496,416 11 秋 田 399.3 13 大 分 23,799 岡 山
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指摘 Ｈ－３ リクエストの入力について 

 所蔵して欲しい本について、来館してリクエスト受付票を提出するこ

とは、遠方の利用者には負担が大きいと思われる。 

 所蔵の有無はホームページ蔵書検索で確認できることから、図書館に

来館しなくても、ホームページ上でリクエストできるようにすることが

効率的である。例えば、蔵書検索で所蔵がないことが表示された画面か

らリクエスト画面に進むよう設定されることが望ましい。 

 

≪補足≫ 

県立図書館に所蔵がない場合、利用者が「リクエスト（購入希望資料）受付票」

に書名、著者名および出版社等の必要事項を記入し、中央カウンターの職員へ提

出すれば、購入の参考にされている。 

なお、県立図書館に所蔵がない資料を、他の図書館から取り寄せることも可能

（県内市町村立図書館からは無料、県外図書館からは有料）であり、取り寄せを

希望する利用者は、調査相談カウンターへ相談することとなる。 

 

 

指摘 Ｈ－４ １者契約の妥当性について 

 一般競争入札を行っている委託契約に、応札企業が１者となっている

契約があった。例えば、公募の公告時期を前倒しして、競争機会を確保

する等して、応札企業を増やす工夫を検討すべきである。 

 

≪補足≫ 

上記契約には「大分県立図書館等設備等維持管理保安委託業務」（平成 28 年

10 月１日から令和元年９月 30 日までの３年間）120,528 千円が含まれる。 

公募業務の仕様書の水準を高め、規程を詳細にするほど、一般的には応札企業

が少なくなることが予想され、必ずしも一般競争入札の応札が１者ということ

は不適切とはいえない。一方で仕様書の要件を緩和しすぎると、応札企業は増え

ても業務水準が落ちるリスクがあることにも留意が必要である。 
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指摘 Ｈ－５ 第三者委託（再委託）の業務の実施確認について 

　委託業務に係る第三者委託（再委託）がどのように実施されたのか

が、業務実施報告等で確認できなかった。 

 

≪補足≫ 

 「大分県立図書館等清掃等業務委託契約」では、樹木の施肥や貯水槽清掃等４

社に対して、第三者委託が行われている。ただし、同委託契約の業務実施報告に

おける資料等で委託先の事業者名は確認できたものの、再委託先の事業者名等

は記載されていないことから、第三者委託が申請のとおりに業務が実施された

のか確認できない状況となっていた。 

この状態では、申請のない業者が業務を実施した場合であっても発見できな

いといったリスクがある。第三者委託の業務実施報告について、申請のあったと

おりに業務を行ったかをチェックできるような業務実施報告のあり方が望まれる。 

 

 

指摘 Ｈ－６ 
除籍における不用判断の検討対象資料の抜き出し基準の 

明確化について 

 資料の除籍についての不用判断は、施設の利用効率性や業務効率性の

観点、さらには利用頻度等を総合的に勘案して行っている。その際、検

討する対象資料の抜き出しについて、担当者によって処理に差が生じな

いよう、何らかの目安を除籍基準等に織り込むことが望ましい。 

 

≪補足≫ 

 除籍図書は、 終的には施設所管課の職員によって「図書の価値、希少性」等

を考慮して決定されているが、検討の俎上にあげるものについては、属人的な影

響を排除し形式的に抽出されることが望ましい。 

 

現状の「大分県立図書館資料除籍基準」「事務処理要領」に記載されている内

容は、次のとおりである。 

 

種類 内容 

亡失 資料が亡失し、又は亡失した資料と認められる場合に行うもの 

汚・破損 資料の汚・破損が著しく、修理不能と認められる場合に行うもの 
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施設 11 大分県立香々地青少年の家 直営 

 

所管部課室 教育庁 社会教育課 

施設所在地 豊後高田市香々地 5151 番地 

施設概要 資料編Ｐ74～79 

施設略称 香々地青少年の家 

指摘略号 Ｉ 

 

施設 12 大分県立九重青少年の家 直営 

 

所管部課室 教育庁 社会教育課 

施設所在地 玖珠郡九重町大字田野 204－47 

施設概要 資料編Ｐ80～85 

施設略称 九重青少年の家 

指摘略号 Ｉ 

 

【監査結果】 

指摘 Ｉ－１ ２施設存続の将来検討について 

 将来的な人口動向や県内の類似施設との役割分担等を再確認し、将来

的にも、県として青少年の家を２施設保有し続ける必要性について、検

討すべきである。 

 

≪補足≫ 

青少年の家は社会教育活動を主たる目的としているため、その主な利用者層

は小学生から高校生までの学童生徒となる。日本の地域別将来推計人口（2018 年

推計、国立社会保障・人口問題研究所）によれば、この利用者層（５～19 歳）

の大分県人口は、2045 年には 10.4 万人となり 2015 年の約３分の２になること

が予想されている（下表参照）。 

 

大分県の５～19 歳までの予測人口 

年 ５～9歳 10～14 歳 15～19 歳 合計　 

2015年　　　　  49,758人　　　51,255人 　　 53,992人 　　 155,005人 
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2020年　　　　  46,365人　　　49,634人 　　 49,574人 　　 145,573人 

2025年　　　　  43,579人　　　46,356人 　　 48,030人 　　 137,965人 

2030年　　　　  39,508人　　　43,609人 　　 45,048人 　　 128,165人 

2035年　　　　  37,222人　　　39,575人 　　 42,461人 　　 119,258人 

2040年 　　　　 35,216人　　　37,314人 　　 38,594人 　　 111,124人 

2045年 　　　　 33,157人　　　35,334人 　　 36,468人 　　 104,959人 

出典：国立社会保障・人口問題研究所 2018 年推計 

 

これに伴い、２施設における予測利用者数を下記のように予測した（施設概要

「５．利用状況 （２）利用者数の予測」を参照）。 

 

 香々地青少年の家 九重青少年の家 

2018 年度 39,778 人（  －  ） 57,292 人（  －  ） 

2030 年度 33,851 人（14.9％減） 48,755 人（14.9％減） 

2045 年度 27,725 人（30.3％減） 39,932 人（30.3％減） 

（注）１．（ ）は 2018 年度と比較した減少率である。 

２．主な利用者層である５～19 歳の人口変化率をもとに算出している。 

 

 このように今後少子化が更に進行していくことが予想されている中で、将来

的にも県が青少年の家を２施設保有し続ける必要性があるのかを検討すべきで

ある。また検討の際には、県内の市町村が保有する社会教育施設（大分市立のつ

はる少年自然の家、別府市立少年自然の家おじか等）との役割分担を再確認し、

県の２施設の存廃もしくは民間への委譲等を視野に入れるべきと考える。 

 

 

指摘 Ｉ－２ 広報活動について 

 県広報誌やホームページ、ＳＮＳ等を利用した情報発信等、今まで実

施してきた広報活動に加えて、イベント企画や集客ノウハウを有する企

業や団体を何らかの形で参画させることができないかを検討すべきで

ある。 

 

≪補足≫ 

大分県行財政改革推進委員会において、青少年の家については、「広報の改善・

工夫が必要であること」「冬期等の閑散期をはじめとした利用拡大を図るべき」

との提言が行われた。これを受けて、平成 29 年度では、青少年の家において、
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【各施設個別の監査結果】 

１．香々地青少年の家 

指摘 Ｉ－３ 使用禁止資産の復旧について 

 使用禁止となっているバンガローやアスレチックジムについて、将来

的にどのような取り扱いをするかも含めて検討する必要がある。そのた

めに、「過年度の設備の利用頻度、復旧後の効果、復旧に係る費用」等

を検証できる資料を作成すべきである。 

 

≪補足≫ 

バンガローの15棟のうち８棟は、バンガロー周囲の法面からの落石によって、

「立入禁止」となっており、使用できない状況となっている。また、アスレチッ

クジムの一部も劣化によって、利用者の安全を考慮して「使用禁止」としている。 

 予算の都合で修繕できていない状況であるが、将来的に児童や生徒数が減少

する社会状況の中で「過去の利用頻度、復旧に係る費用、復旧後の効果」等を比

較考量したうえで、修繕もしくはバンガローの閉鎖等を判断すべきである。 

 

２．九重青少年の家 

指摘 Ｉ－４ 青少年の家を利用できる者の制限について 

 青少年の家を利用できる者は、青少年の家の設置趣旨に則った利用者

に制限すべきである。 

 

≪補足≫ 

「大分県立青少年の家の設置及び管理に関する条例」の第１条には「青少年の

心身の健全な育成を図り、社会教育の振興に資するため、…（中略）…、大分県

立青少年の家を設置する。」と定めている。 

また、同条例の第５条には、青少年の家を利用することができるものとして、

以下の各号に該当するものとしている。 

 

一 学校行事として利用する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、 

中等教育学校及び特別支援学校（小学部、中学部及び高等部に限る。）

の児童及び生徒 

二 青少年団体 

三 社会教育関係団体 
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指摘 Ｊ－３ 遺物の管理について 

遺物の管理方法に係る問題事項について、改善することが望ましい。 

 

≪補足≫ 

遺物の管理方法について、下記の改善すべき問題事項が見受けられた。 

 

問題事項 

①遺跡別、ランク別で収納箱に収納しているが、同じ遺跡・ランクの箱でも、

離れた場所に保管されている場合がある。データベース上では、遺跡・ラン

クしか特定できないため、複数箇所の箱を探す必要があり、遺物を探すこと

に時間がかかる。 

②報告書、データベース、収納箱内の遺物で、確認できる情報が異なるため、

遺物の特定に手間がかかる。 

・報告書（遺跡名、遺構名、報告書の掲載番号） 

・データベース（遺跡名） 

・収納箱内の遺物（遺跡名、遺構名） 

③データベース上では遺物の収納場所しか表示しておらず、企画展等で遺物

が展示中かどうか分からない。また、外部に貸し出している際も、借用書

（紙）でしか管理していないため、データベース上では分からない。 

 

上記の問題事項について、下記の改善案を施設所管課から提示された。 

施設所管課による改善案 

①遺跡別、ランク別にボックスの収納場所を固定する。 

②データベース及び収納箱の記載事項を報告書と統一させることで、報告書、

データベース、遺物の関連性を高める。 

③報告書作成と平行して関係遺物の収納を行うことで、報告書に掲載する遺

物を特定の収納箱に集中させる。 

 

〈監査人の改善案に対する評価〉 

  新しく発掘される遺物は上記改善案で問題点は解消できると考えられるが、

過去に発生した遺物は、改善に費用や時間を要するため、経済性や効率性を踏

まえた改善計画を立案することが望ましい。 
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第４ 包括外部監査の結果に添えて提出する意見

１ 包括外部監査の結果の総括

「包括外部監査の結果に添えて提出する意見」は、監査の結果に基づいて記載

するため、ここで監査結果の要約を行う。「第１ 外部監査の概要 ７ 外部監

査の方法」に記載している監査の着眼点に沿って、監査結果における個別の指摘

事項をまとめると、下表のとおりであった。 

また、これらに対する監査人の所感をそれぞれ記載する。 

ア 施設目標・計画を適切に設定し、効率的に達成しているか 

区 分 主な指摘内容 指摘番号 

－－備不

改 善 
・目標数値の見直し 

・利用状況の正確な把握 

勧 奨 ・目標数値の対象見直し　

【監査人の所感】 

現状把握を行い計画値と実態との乖離を分析して、その対応策を講じる

べきであるが、それが不十分であった。内部環境と外部環境を正確に把握

して、適切な対応を取ることができるようにしておくことが肝要である。 

イ 施設の課題を把握し、適切に対応しているか 

区 分 主な指摘内容 指摘番号 

－－備不

改 善 ・不採算施設への対応

勧 奨 
・施設の競争力向上 

・将来の人口動向を見据えた施設保有 

【監査人の所感】 

施設利用者の視点に立った施設活性化が不十分である。施設のハード面

だけではなく、ソフト面でも競争優位を保てるようなサービスを立案して

欲しい。 
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ウ 施設の長寿命化対策を適切に計画し、適切に対応しているか 

区 分 主な指摘内容 指摘番号 

不 備 ・消防用設備の不備 B-13 

改 善 ・遊具の計画的な保全措置 C-3 

勧 奨 

・国庫補助金による整備施設の扱い 

・老朽化対策を含む施設のあり方 

・中長期的な投資・修繕コストの推計 

・施設転用ノウハウの保存及び共有 

C-1,C-2,D-1,G-4,I-3, 

J-1 

 

【監査人の所感】 

 長寿命化対策は施設の将来ビジョンに基づき実施されるべきであるが、

将来ビジョンとは関係なく単に施設の機能面のみで長寿命化対策がなされ

ているケースがある。施設の目指す方向性を意識した長寿命化対策を立案

して欲しい。 

 

エ 指定管理者の能力や適性が活かされているか 

区 分 主な指摘内容 指摘番号 

 － － 備 不

改 善 

・経営効率性の改善 

・利用日等の見直し 

・ノウハウを活用できない指定管理業務 

A-1,E-4,F-2 

勧 奨 
・集客ノウハウを有する企業等の参画 

・指定管理者公募の応募者数 
B-4,C-4,D-2,E-3,E-10 

 

【監査人の所感】 

 施設所管課は指定管理者が抱えている問題点について、十分に拾い上げ

ていない。施設所管課が積極的に指定管理者の問題を抽出して、指定管理

者と共に解決策を見出すべきである。 

 

オ 指定管理者に対する施設所管課のモニタリングや対応は適切か 

区 分 主な指摘内容 指摘番号 

不 備 ・業務計画書、事業報告書の確認方法 
A-2,A-3,B-5,B-7,E-5, 

E-6,E-9 

改 善 ・収支報告書の様式 B-6,B-8,B-9,E-7,E-8 

 － － 奨 勧
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【監査人の所感】 

 指定管理者に対する施設所管課のモニタリングが形式的に行われている

ケースがある。指定管理者から提出された書類については、批判的にチェ

ックすることで問題点を発見できることもあるため、そのような意識を持

って欲しい。 

 

カ 指定管理者評価部会の意見等について適切に対応しているか 

区 分 指摘番号 

 － － 備 不

改 善 
・目標数値の見直し 

・遊具の計画的な保全措置 
C-3,C-6,E-1 

勧 奨 
・施設の競争力向上 

・老朽化対策を含む施設のあり方 
B-1,B-2,C-1,D-1 

 

【監査人の所感】 

過去の指定管理者評価部会の意見等については、概ね対応できていた。 

指定管理者評価部会による毎年度の評価は、指定管理者及び施設所管課

の業務に緊張感を高める効果があり、指定管理者制度の維持及び向上に貢

献している。 

 なお、上記の指摘及び後述の「利用者アンケートの充実」については、評

価部会及び当監査において共通する指摘であり、今後の改善を期待したい。 

 

キ 指定管理者制度・直営の比較、検証 

管理方式の比較・検証については、後述の「指定管理者制度・直営等の比較、

検証」において記載する。 

 

ク その他 

○財務事務 

区 分 指摘番号 

不 備 ・第三者委託の確認漏れ A-5,B-10,B-11 

改 善 ・売上金の入金及び確認方法の見直し B-12,C-8,C-9,H-5 

勧 奨 
・光熱水費の見直し 

・委託業者の選定 
A-4,A-8,E-11,G-3,H-4 

 

 

 

主な指摘内容（再掲） 

主な指摘内容 
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○収蔵物・備品 

区 分 指摘番号 

不 備 ・備品台帳の更新不備 B-14 

改 善 
・年度末における備品購入の正当性 

・使用が見込まれない備品の処分 
A-7,B-15 

勧 奨 ・遺物管理の方法改善 A-6,H-6,J-3 

 

【監査人の所感】 

 これらの指摘については、概ね内部統制の不備に起因するものである。

特に運用面での不備であるため、不備を発見することを目的とした内部統

制を構築することが有効な対応策である。 

 

主な指摘内容 
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２ 施設の利活用 

 

（１）将来ビジョンの必要性 

意見１ 将来ビジョンの必要性について 

 施設所管課が中心となって施設の固有の課題を把握したうえで、課題を解

決するための 善な方法を検討し、将来ビジョンを明確に策定する必要があ

る。また、将来ビジョンの実効性を担保するため、指定管理施設の募集要項・

基本協定に反映することが望ましい。 

 

≪補足≫ 

 大分県の公の施設の多くは、高度経済成長期からバブル期にかけて作られて

おり、それらの施設が今後一斉に老朽化するという問題に直面し、多額の改修・

更新費用が発生することが予想される。また、人口減少・少子高齢化が進み、公

の施設においては、建設時とは環境が大きく変化し、施設に対するニーズや利用

者の年齢層等が、想定していたものとはズレが生じてきている。 

 これらを踏まえて、公の施設を今後どのようにマネジメントしていくかの指

針が必要であることから、まずは現状を把握するため「施設の将来ビジョンを、

どのように策定しているか」を調査した。具体的には、施設所管課に将来ビジョ

ンに係る質問票を送付し、その回答を得て、分析を行った。 

その結果、将来ビジョンを明確に策定しているのは対象 13 施設のうち、２施

設のみ（農業文化公園、交流研修館）であった。なお、指定管理施設（８施設）

における募集要項・基本協定に「施設の目的・ビジョン」は明示されているが、

内容は定型的な様式に留まっており、またこれまでに内容変更があった施設は、

８施設中２施設のみ（農業文化公園、交流研修館）であった。 

施設の目的・ビジョンは、変化する県民ニーズに沿って、時代に合わせた施設

運営を行ううえで、適宜変更されるべきであるが、ほとんどの施設で長年同じ内

容のままであった。 

 このことから、大分県の公の施設の多くは、将来のビジョンを描かないまま、

その時々の利用者数、稼働率などの目標を達成することに目を奪われていると

考えられる。なお、指定管理者は、指定期間や協定の範囲で運営することに専念

するものであり、将来ビジョンは「施設所管課」によって示されるべきである。 

 将来ビジョンを示す場合には、既存の指定管理者制度や県有建築物保全計画、

各種報告・書類等との関係性を考慮し、類似する内容や指標を新たに作成するこ

とが無いように配慮し、資料作成が過大とならないように注意すべきである。 

また、将来ビジョンの内容は、指定管理施設であれば、募集要項・基本協定に

矛盾なく反映し、施設運営における将来ビジョンの実効性を担保すべきである。 
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意見２ 将来ビジョンの内容について 

 将来ビジョンにおいては、施設所管課が中心となって、「根拠に基づいた

検討結果」及び「長期間に渡る施設のあり方」等を示すことが望ましい。 

 

≪補足≫ 

 将来ビジョンを示すため、施設所管課は下記２点を明示すべきである。 

１．現状把握と未来予測に基づいた「存廃・整理統合・利活用」の検討結果 

２．長期間（10 年以上）に渡る施設のあり方（目的、機能、規模） 

 

 現状把握のため、利用者数、稼働率、利用者アンケート等を評価して、現状の

県民ニーズを分析し、近隣類似施設の整備状況等（影響度）を分析し、さらに施

設の運営コスト、維持管理・更新コストを算定することが必要である。 

 一方、将来に向けての施設運営の判断材料として、人口動態（将来推計人口）

を参考にした「予測利用者数」（将来の県民ニーズ）、新設予定等の情報収集を行

った「近隣類似施設の整備状況」、「施設の運営コストと維持管理・更新コスト」

を把握するべきである。 

つまり、県民ニーズと施設を取り巻く外部環境を、コストと比較することで、

根拠に基づいた結論を導き出し、施設を存続させ利活用するか、整理統合するか、

あるいは廃止するかの意思決定を行うことが重要である。 
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必要である。 

 

③ 政策影響度について 

   防災上の有用性や都市の成長力として、県外からの来客促進としての国

際イベントの開催等を見据えて評価する。 

 

④ 民間活用による財政改善、施設利便性向上度合について 

   民営化、売却、譲渡等により期待される、県の財政状況の改善や施設の利

便性の向上効果をとらえて評価する。 

 

⑤ 改善余地度合、抜本的見直し予定について 

   経営改善等の内部検討努力により施設再編での現状保留の道もあり得る。

特に県民への影響が大きい施設については、現状維持・存続が望まれる場

合もある。そのため、改善基準を個別基準の一つとして組み込む。 

 

⑥ 管理体制整備としての受皿調整について 

   委譲・移管等に関わる相手先受入体制に関する調整状況を評価する。 

 

⑦ 費用負担整備としての利害調整について 

   委譲・移管等に関わる相手先との調整体制と費用負担に関する調整状況

を評価する。 

 

なお、調査研究は、市単位での研究であり、県が同一の基準とする必要は無く、

県として盛り込むべき基準について、監査人の私案を後述する。また、調査研究

においては「将来のニーズ（予測利用者）」等についての考察が見受けられなか

ったので、別途検討を行った結果を後述するので、参照されたい。 

 重要なことは、施設所管課が中心となって施設の固有の課題を把握したうえ

で、課題を解決するための 善な方法を検討し、将来ビジョンを明確にすること

である。施設の個々の状況を適正に把握して、実りある将来ビジョンを策定して

いただきたい。 
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ル期にかけて、楽観的な利用予測に基づいて建設された施設が、現在「無駄なハ

コモノ」もしくは「過剰な設備を有したハコモノ」となり、その維持管理費によ

って、地方公共団体の財政を圧迫している例が、全国各地で散見される。 

当時としては、右肩上がりの人口増加や経済成長等を見込んだ利用予測に矛

盾はなかったのかも知れないが、これからの「人口減少社会」では、シビアかつ

根拠に基づいた利用予測が求められる。 

そこで当監査では、根拠に基づいた利用予測の試算方法を検討し、その方法に

基づいて、監査対象施設における「予測利用者数」を算出した。 

今回は「日本の地域別将来推計人口 2018 年推計」（国立社会保障・人口問題研

究所）に着目し、『人口変化率』（将来推計人口と現在人口のギャップ）を用いて、

下記方法によって、各施設の予測利用者数を算出した。 

なお、各施設の試算結果については、資料編（施設概要）各施設情報のうち、

「５．利用状況」に予測利用者数を記載している。 

 

予測利用者数の試算方法 

 

予測利用者数＝ 

「各施設の 2018 年度利用者数」×「人口変化率※」 

 

 

※:人口変化率（将来推計人口と現在人口のギャップ）＝ 

 

「2030・2045 年度の将来推計人口」÷「現在人口（2018 年度）」

［県及び市町村別の人口変化率は、次頁に一覧を掲載］ 
 

 

なお、各施設一律に県の人口変化率（2030 年：91.8％、2045 年：78.9％）を

乗ずることは、各施設個別の利用状況を反映できず、適切ではない。 

そこで、各施設の利用者のうち、「利用者数の多い１位から３位の市町村」に

ついては、その市町村からの利用者が全利用者数に占める割合（シェア）に、そ

の市町村の人口変化率を乗じることとした。ただし、同４位以下の市町村が占め

る割合については、便宜上、県の人口変化率を乗じることとした。 

具体的な試算例及び試算結果からの考察は、次のページに示す。 

－ 118 －



＜県立図書館における 2030 年度の予測利用者数＞ 

①試算 

・2018 年度利用者数 496,416 人 …【Ａ】 

 ・県立図書館の利用状況（利用者数の多い市町村等） 

 
利用者数の 

多い市町村等 

利用者数に 

占める割合 

人口変化率 

（H30→R12） 

１位 大分市 81.7% 98.3% 

２位 別府市 7.8% 91.7% 

３位 由布市 1.3% 95.9% 

他市町村 9.2% 91.8% 

 

予測利用者数の試算式 

 

【Ａ】×81.7%(大分市からの利用者数)   × 98.3%(大分市の人口変化率) 

 

＋【Ａ】× 7.8%(別府市からの利用者数)  × 91.7%(別府市の人口変化率) 

 

＋【Ａ】× 1.3%(由布市からの利用者数)  × 95.9%(由布市の人口変化率) 

 

＋【Ａ】× 9.2%(他市町村からの利用者数) × 91.8%(大分県の人口変化率) 

＝ 482,487 人（2018 年度比：▲2.8％） 

  ［2045 年度の予測利用者数は、441,053 人（2018 年度比：▲11.2％）］ 

 

（参考）人口変化率 

 
現在人口 

(※1) 

R12(2030) R27(2045) 

将来推計 

人口(※2) 

人口変化率 

(現在→R12) 

将来推計 

人口(※2) 

人口変化率 

(現在→R27) 

大分県 1,136,786 1,044,038 91.8% 896,653 78.9% 

(うち 5-19 歳) 150,667 128,165 85.1% 104,959 69.7% 

大分市 477,621 469,724 98.3% 434,166 90.9% 

別府市 118,765 108,859 91.7% 94,380 79.5% 

中津市 82,866 79,195 95.6% 72,259 87.2% 

日田市 63,227 52,651 83.3% 39,297 62.2% 
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佐伯市 68,247 56,788 83.2% 41,738 61.2% 

臼杵市 36,793 30,030 81.6% 21,508 58.5% 

津久見市 16,470 12,474 75.7% 7,812 47.4% 

竹田市 20,554 16,469 80.1% 11,520 56.0% 

豊後高田市 22,180 19,164 86.4% 15,709 70.8% 

杵築市 28,701 24,568 85.6% 19,314 67.3% 

宇佐市 54,151 46,807 86.4% 37,670 69.6% 

豊後大野市 34,064 28,321 83.1% 21,170 62.1% 

由布市 33,120 31,766 95.9% 28,618 86.4% 

国東市 26,725 20,529 76.8% 13,848 51.8% 

姫島村 1,795 1,333 74.3% 749 41.7% 

日出町 27,870 26,090 93.6% 23,163 83.1% 

九重町 8,932 7,311 81.9% 5,206 58.3% 

玖珠町 14,705 11,959 81.3% 8,526 58.0% 

全国 126,443,000 119,125,139 94.2% 106,421,185 84.2% 

九州 14,311,000 13,467,925 94.1% 11,996,819 83.8% 

福岡県 5,107,000 4,955,295 97.0% 4,554,486 89.2% 

熊本県 1,757,000 1,635,901 93.1% 1,442,442 82.1% 

※１：現在人口(単位：人) 

［県内］大分県の人口推計結果（平成 31 年４月分月報、大分県） 

      大分県の人口推計（平成 30 年版年報、大分県） 

  ［県外］人口推計（平成 30 年 10 月１日現在、総務省統計局） 

※２:将来推計人口(単位：人)  

日本の地域別将来推計人口（2018 年推計、国立社会保障・人口問題研究所） 

 

②試算結果からの考察 

a) 県立図書館は、人口変化率が少ない大分市の利用が多いため、利用者数

の減少率は、監査対象施設のうち、 小値（▲2.8％）であった。なお、減

少率が 大値となった施設は、▲14.9％であった。 

b) 人口変化率のみに注目し、利用者数を維持しようとすれば、人口減少率

が県内 小である大分市からの利用者割合を増やすことが望ましい。 

しかし、県立図書館の設置目的を鑑みると、その考え方は、誤った判断

であり、この点は、利益優先の民間企業とは異なる判断となる。 

c) 同様に、人口減少率が九州で 小の福岡県からの利用者割合を増やすと

いう考え方もあるが、これも県立図書館の判断としては現実的ではない。 
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しかし、これが県外からの誘客も重要であるＭＩＣＥ施設においては、

他県からの利用者を増やすという真逆の判断が望ましく、施設目的・特性

により、判断が異なってくる。 

d) 2018年度比の予測利用者の変化率は、2030年は▲2.8％であったが、2045

年は▲11.2％と減少率が４倍も大きくなる。この変化に着目すると、現在

と同等の施設規模を維持する必要性は、2030 年を境に変化する。 

よって、施設や設備等への投資（修繕・更新費用）の要否及び実施時期

を検討し、予測利用者数と均衡した投資とすべきである。 

 

 ③試算結果における注意点 

a) 人口変化率のみを予測因子とした試算であるため、社会変化や類似施設

の整備状況、施設固有の事情、災害等といった予測因子は加味していない。

因みに、社会変化とは、県立図書館であれば「電子書籍の普及による需要

の変化」「法令等の改正による図書館機能の変化」等、スポーツ施設であれ

ば「競技人口の増減による需要の変化」「競技ルールの変更による設備等の

改修対応の発生」等が想定される。なお、人口変化率そのものが変動した

場合、予測利用者数の確実性が損なわれる可能性がある。 

b) 上記の試算例では、全世代の人口変化率を用いたが、施設によっては、

「世代を限定した人口変化率」を用いることが望ましい場合もある。 

例えば、利用者の大半が児童・生徒である青少年の家は、「５～19 歳区

分の人口変化率」を用いた方が、より確実な試算結果を得ることができる。 

※香々地青少年の家の場合、人口変化率を用いる年齢区分の違いによって、

下図のとおり、予測利用者数に 2030 年度で 4,100 人程度、2045 年度で

6,600 人程度の差が認められた。 

 

香々地青少年の家の予測利用者数（2018 年度利用者数 39,778 人） 

全世代の人口変化率を用いた 

予測利用者数 

５～19 歳区分の人口変化率を用いた 

予測利用者数 

2030 年度予測：38,035 人 

（2018 年度比：▲4.4％） 

2030 年度予測：33,851 人 

（2018 年度比：▲14.9％） 

2045 年度予測：34,403 人 

（2018 年度比：▲13.5％） 

2045 年度予測：27,725 人 

（2018 年度比：▲30.3％） 
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意見６ 予測利用者数の活用について 

 算出が望まれる予測利用者数は、施設の存廃及び利活用の検討材料とする

とともに、社会の変化に即した施設の総量や管理方法、目標指標等の適正化に

活用することが望ましい。 

 

意見７ 利用者数を把握していない施設について 

　利用者数を把握していない施設については、利用者数の把握もしくは代替

指標を利用者数の把握もしくは代替指標を設け、利用状況を評価すべきであ

る。また代替指標を用いる場合は、適切な方法で将来の利用予測を検討して

もらいたい。 

 

≪補足≫ 

今回試算の予測利用者数では、県内全市町村で人口減少が予測される大分県

においては、全施設で現在の利用者数よりも予測利用者数が減少する結果とな

った。このことを踏まえ、社会の変化に即した施設の総量や管理方法、指定管理

における目標指標等の適正化に努めて欲しい。特に、予測利用者が２割以上減少

することが見込まれる場合は、施設や設備等への投資（修繕・更新費用）の要否

及び実施時期を検討し、予測利用者数と均衡した投資を心掛けてもらいたい。 

なお、上記「③試算結果における注意点」で触れたとおり、今回の試算方法は、

幾つかの注意点も含んでいる。また、施設固有の事情や法令との関係、政策的判

断もあることから、予測利用者数の多寡によってのみ、施設の存廃等を論じるべ

きではなく、総合的な見地に立った議論及び判断がなされるべきである。 

ただし、議論及び判断の根幹は、やはり「根拠に基づいて試算された数値」や

「明確な判断基準」を基軸としてもらいたい。 

上記の香々地青少年の家においては、従来どおり利用者の大半が児童・生徒で

あれば、「５～19 歳区分の人口変化率を用いた予測利用者数」となり、2030 年度

は 2018 年度から▲14.9％、2045 年度は同▲30.3％と大きな減少が見込まれ、九

重青少年の家も含め、県として２施設を保有し続ける必要性について、検討が必

要となってくる。 

しかし、青少年の家が従来の利用に加えて、幅広い世代を対象とした生涯学習

の機能を強化したならば、理論上「全世代の人口変化率を用いた予測利用者数」

となり、2030 年度は 2018 年度から▲4.4％、2045 年度は同▲13.5％に抑制でき

る。よって、今回の試算結果を「より多くの県民に利用してもらうためのヒント」

と捉え、施設運営に対する思考を広げる入口としてもらいたい。 
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３ 利用者満足度の測定（利用者アンケート） 
 

利用者アンケート（利用者満足度調査、以下「アンケート」という。）は、施

設利用者の満足度等を測り、施設の充実に繋がる分析結果を得るための重要な

取組であり、指定管理者評価部会における評価項目でもある。令和元年度指定管

理者評価部会におけるアンケートに関する評価は、下記のとおり「アンケートの

質及び量が不十分で、施設改善につながる分析を得られていない」というもので

あった。 
 
令和元年度指定管理者評価部会におけるアンケートに関する評価（抜粋） 

施設名 指定管理者評価部会の評価 

大洲公園 

【評価】 
利用者数に対してアンケートのサンプル数が少な

く、利用者の意見を十分くみ上げているとは言えない。 
【施設所管課に対する意見】 

施設ごとにアンケート調査・分析を行い、利用者の意

見が施設の改善につながる調査方法を指定管理者とと

もに検討する必要がある。 

スポーツ公園 

【意見】 
利用者数に対してアンケートのサンプル数が少な

い。アンケートの内容の見直しを含め、取り方を改善す

る必要がある。 
【施設所管課に対する意見】 

施設ごとにアンケート調査・分析を行い、利用者の意

見が施設の改善につながる調査方法を指定管理者とと

もに検討する必要がある。 

農業文化公園 

【意見】 
施設によってアンケート内容を変えたり、ホームペ

ージに意見記載欄を作るなど、様々な方法で利用者の

声を聞くとともに、利用者の属性等のデータを取れる

工夫をさらにしてほしい。 

総合文化センター 

【評価】 
回収している来館者アンケートの満足度は高いが、

来館者に対してサンプル数が数パーセントと少なく、

十分な意見収集できているとは言えない。 
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意見10 利用者アンケートの内容（質）向上について 

 利用者アンケートの内容については、施設利用者の満足度等を測り、施設の

充実に繋がる結果を得られるよう、質問項目等を再構成すべきである。 

 

≪補足≫ 

アンケートの質 

（１）質問項目の構成 

   これまで多くの施設において、アンケート回答を単純集計（※１）とし

ていたが、これでは充分な分析結果は得ることができないため、より詳細

な分析であるクロス集計（※２）も行うことが望ましい。 

※１「単純集計」 

回答データのうち、単体の質問項目に着目して、何人がその選択

肢を選択したか単純にカウントした集計で、“全体的な傾向”を把握

するために使用する。 

※２「クロス集計」 

回答データのうち、複数の質問項目に着目して分析する集計で、

性別や年齢等の“属性別の傾向”を把握するために使用する。 

 

ただし、現在のアンケート内容では、クロス集計に必要な回答者の属性

や分類に関する情報が不足しているため、質問項目及び構成を改善する必

要がある。改善する際には、アンケートで確認したい内容（調査目的）を

明確にしたうえで、「属性・分類・満足度」という質問の性質を意識して、

再構成することが望ましい。農業文化公園の例では、下記のような再構成

が考えられる。 

 

質問項目の構成例 

 質問項目 質問の性質 

１ 回答者の住所地 

回答者の“属性”を確認するもの 
２ 回答者の性年齢 

３ 利用回数 

４ 施設情報の入手経路 

５ 同行者数 
回答者の“分類”を確認するもの 

６ 同行者構成 
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７ 利用目的 

８ 利用エリア・設備 

９ 満足度（５段階評価） 
回答者の“満足度”を確認するもの 

10 満足度の理由（自由記載） 

 

（２）質問項目の設定 

①「Ｑ１利用目的」の選択肢について 

農業文化公園のアンケートのうち、Ｑ１において「利用目的」を質問し

ており、選択肢は「自然観察／健康促進／釣り／イベント参加／遊具利用

／その他」（複数回答可）となっている。 

農業文化公園の設置目的である「農業体験」について、現在の選択肢で

は、いずれの選択肢にも含まれるため、設置目的に対する分析結果を得ら

れていない。また、農業文化公園が充実に取り組んでいるイベントを検証

するため、「イベント参加」という選択肢だけではなく、具体的に「イベン

ト名称」を記入、もしくは「イベント分類」（飲食／運動／農業体験／見本

市／研修等）を選択するように改めることが望ましい。 

いずれにせよ、分析に耐えられるよう、可能な限り「その他」の回答を

減らすことを念頭に、選択肢を設定すべきである。 

 

②「Ｑ３同行者構成」の選択肢について 

農業文化公園のアンケートのうち、Ｑ３において「どなたとお越し頂い

たか」（同行者構成）を質問しており、選択肢は「家族／友人／会社／グル

ープ（会社や地域等）／その他」となっている。 

農業文化公園は、ターゲットとする利用者層を「小学生以下の子どもを

持つ家族」としており、アンケートを通じて、同層の利用実態やニーズを

把握する必要がある。しかし、現在の選択肢では、家族という広範な選択

肢であるため、同じ家族でも「夫婦のみ」や「大人と中学生以上の子ども

のみ」の家族も含まれる集計となってしまい、ターゲット層に直結する分

析結果を得られない。 

よって、家族の選択肢を「幼児や小学生を含む家族」「幼児や小学生を含

まない家族」「夫婦」等に細分化し、選択肢（属性）別に利用目的や利用エ

リア、利用設備、満足度等をクロス集計し、集客ヒントを抽出することが

望ましい。 

 

④「利用エリア・設備」に関する質問追加について 

農業文化公園は、広大な敷地を有し、多彩な機能を有しているため、利
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用者が画一的な印象や満足度となりにくいため、アンケートにおいても、

利用者が実際に利用したエリアや設備を質問することが望ましい。アンケ

ートの回答数からエリア別の利用者割合が分かるため、設備投資や老朽化

対策、人員配置等におけるエリアの優先順位付けの指標となり、また利用

エリアと満足度のクロス集計を行い、エリア別の評価を行ったり、満足度

の高いエリアへの利用客の誘導等の検討も可能となる。 

 

⑤「利用回数」に関する質問での注意点 …農業文化公園以外の施設 

利用回数に関する質問については、利用回数としてカウントする対象年

数を「過去何年間」と限定することが望ましい。例えば「10 年ぶり２回目

の利用者」と「２週連続２回目の利用者」を同等に扱うと、有益な分析結

果を得ることができないためである。 

 

 

意見11 利用者アンケートの回収数（量）向上について 

 利用者アンケートの回収数については、施設利用者の満足度等を測り、施設

の充実に繋がる結果を得られるよう、増加させるよう努めるべきである。 

 

≪補足≫ 

アンケートの量 

（１）必要な回収数 

クロス集計において「利用目的」「利用回数」「同行者構成」「公園情報 

の入手経路等」の切り口で集計する際に、各選択肢のサンプル数が不足し

ないように、可能な限り多数の回収数を得ることが望ましい。 

特にリピーター獲得のために重要な切り口である「利用回数」において

は、利用回数が多い利用者ほど、アンケート回答への協力が少なくなりが

ちであり、充分な回収数が得られるように工夫が必要である。 

 

（２）回収数の増加策 

   回収数の増加には、下記４つの策が考えられる。 

①アンケートの訴求強化 

アンケート回答を強く訴求する方法として、「アンケート設置及び回収箇

所を増やす」「インパクトのあるポスター等でアンケート協力を促す」等が

挙げられる。 
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②施設の利用件数の増加による収入増加によって、指定管理方式の導入前

に比べ、委託料が大幅に削減できた（年間約９千万円程度）。 

③県担当職員の異動による知識や経験の損失が軽減できた。 

④利用者からの要望や苦情への対応について、施設運営の簡易な改善で 

あれば、県よりも指定管理者の方が迅速に対応できることがあった。 

⑤現場対応のスピードが速くなった。例えば、小規模な修繕工事を発注す

る場合、直営方式による「県－民間契約」に比べ、指定管理方式による

「民間－民間契約」の方が事務手続に要する時間を短縮できた。 

 

①②は、ビーコンプラザの施設所管課による回答であるが、各施設におい

て同様に、１）で示した選択理由で期待したメリットが、実際に十分に得ら

れていることが確認された。 

一方、③④⑤は、指定管理者制度の導入により、県民サービスの向上が図

られたと評することが出来るが、県行政一般のサービス向上に向けて謙虚に

学ぶ必要もある。 

 

３）指定管理方式によるデメリット 

指定管理方式によるデメリットは、以下のとおりであった。 

①指定管理者が公の施設としてのサービスよりも自社の利益（採算性）を

重視する場面があった。 

②新たな指定管理者を公募しても現行の業者しか手が挙がらず、公募によ

る競争性や独自性が担保されていない。 

③指定管理にしたことで、心理的な面も含め担当職員の負担は増加する。

直営方式であれば、各部門や各ポストの正規職員が判断を行うが、全て

の判断が担当職員に集中する。また、災害や今回の包括外部監査のよう

に突発的な業務が発生した時は、さらに負担が増加する。 

 

①は、１）で示した選択理由の「指定管理者のノウハウや企業努力」の負

の作用と短絡的に捉えることも出来るが、指定管理者がそういった行動に至

った背景についても考える必要がある。例えば「公の施設としてのサービス

を提供するために必要な費用や人員等を勘案した指定管理料となっている

か」「施設所管課による指導や助言の内容や頻度が適正であるか」等、県の

姿勢についての自省を含め、指定管理者と協議することが望ましい。 

次に②は、他の地方公共団体においても「競争性の低下」といった同種の

課題が浮き彫りとなっており、様々な検証・改善が試みられている。 
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間企業等のノウハウや企業努力が生かしにくい土壌とも言える。 

 

２）直営方式によるメリット 

直営方式により実際に得られたメリットは、以下のとおりであった。 

①行政施策や県民課題に沿ったタイムリーなサービス提供ができる。 

②採算性を考慮した場合、民間企業等が敬遠する事業も実施できる。 

③県職員として手続を行うため、イベント開催の際に、他の地方公共団体

からの物品（資料、文化財等）借り入れがスムーズにできる。 

④専門の知識や技術を持った人材（司書、学芸員、社会教育主事等）を計

画的かつ長期的に育成することができる。 

⑤施設に不具合が生じた場合、即座に把握することができる。 

 

①②③は、１）で示した選択理由で期待したメリットが、実際に十分に得

られていることが確認された。大分県の青少年の家では、民間企業が容易に

取り組みにくい「青少年が抱える不登校やネット依存等の問題に対する事業

（青少年系事業）」に、下表のとおり取り組んでいる。一方、青少年の家に

指定管理方式を導入している他県では、同種事業を実施できていない状況で

あり、大分県が青少年の家の運営に直営方式を選択していることは、一定の

評価に値する。今後も直営方式のメリットを生かして、行政施策や県民課題

に沿った迅速な事業実施を心掛けて貰いたい。 

 

  ◎大分県（直営方式）における青少年系事業実施（平成 30 年度） 

 事業名 対象 実施日数 参加者数 

サポート 

キャンプ 

フリースクールに通う 

児童・生徒・保護者等 

１泊２日 

（年３回） 
56 名 

ふれあい 

キャンプ 

不登校（傾向）、 

フリースクールに通う 

児童・生徒・保護者等 

１泊２日 

（年４回） 
113 名 

マインド 

クエスト 

キャンプ 

ネット依存で治療を受けて

いる児童・生徒・保護者等 

１泊２日 

２泊３日 

（各年１回） 

15 名 

ここのえ 

野外活動塾 

児童養護施設の 

児童・生徒・保護者等 

１泊２日 

（年２回※） 
15 名 

 名991 ※回11 計合

※１回は、大雪により中止 
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（100％) （49.1％） （50.9％） 

平成 30 年度 
932 百万円 

（100％) 

167 百万円

（17.9％） 

765 百万円

（82.1％） 

累計 
1,555 百万円 

（100％) 

526 百万円

（33.8％） 

1,029 百万円

（66.2％） 

 

農業文化公園（建築年度 平成 11 年度） 

年度 計画・要望 実施 未実施 

平成 28 年度 
92 百万円 

（100％) 

70 百万円

（76.1％） 

22 百万円

（23.9％） 

平成 29 年度 
48 百万円 

（100％) 

14 百万円

（29.2％） 

34 百万円

（70.8％） 

平成 30 年度 
67 百万円 

（100％) 

17 百万円

（25.4％） 

50 百万円

（74.6％） 

累計 
207 百万円 

（100％) 

101 百万円

（48.8％） 

106 百万円

（51.2％） 

 

県立図書館（建築年度 平成６年度） 

年度 計画・要望 実施 未実施 

平成 28 年度 
148 百万円 

（100％) 

148 百万円

（100％） 

0 百万円 

（0％） 

平成 29 年度 
143 百万円 

（100％) 

27 百万円

（18.9％） 

116 百万円

（81.1％） 

平成 30 年度 
141 百万円 

（100％) 

29 百万円

（20.6％） 

112 百万円

（79.4％） 

累計 
432 百万円 

（100％) 

204 百万円

（47.2％） 

228 百万円

（52.8％） 

 

香々地青少年の家（建築年度 昭和 48 年度） 

年度 計画・要望 実施 未実施 

平成 28 年度 
32 百万円 

（100％) 

32 百万円

（100％） 

0 百万円 

（0％） 

平成 29 年度 
132 百万円 

（100％) 

132 百万円

（100％） 

0 百万円 

（0％） 

平成 30 年度 157 百万円 157 百万円 0 百万円 
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ビーコンプラザにおけるＬＥＤ化によるコスト削減効果 

１．ＬＥＤ化費用 

 ①台座交換単価［１台あたり］ 

  台座交換単価は、県有財産経営室が示す参考金額とした。 

ＬＥＤタイプへの台座交換単価は高価であるが、蛍光灯のままであっても

10 年に一度は交換する必要がある（日本工業規格における目安）。 

・蛍光灯→ＬＥＤ 33,300 円（蛍光灯→蛍光灯：16,860 円） 

 

 ②購入単価［１本あたり］ 

  ＬＥＤ１本の購入単価は、蛍光灯の 10～14 倍高価となる。蛍光灯では、

１つの台座につき２本の蛍光灯が必要となる（一部、１本の蛍光灯のみの台

座もある）が、ＬＥＤでは、１つの台座につき１本のＬＥＤのみで良いため、

購入単価の違いは５～７倍に留まる。 

  ・レセプションホール ＬＥＤ：4,200 円（蛍光灯：300 円） 

  ・会議棟２Ｆホワイエ ＬＥＤ：3,500 円（蛍光灯：350 円） 

  ・地下駐車場     ＬＥＤ：3,500 円（蛍光灯：300 円） 

 

２．ＬＥＤ化効果 

 ①平均耐用日数［１本あたり］ 

  平均耐用日数は、蛍光灯における現行の耐用日数に、カタログ上の蛍光灯

とＬＥＤの定格寿命の比を乗じ、ＬＥＤにおける平均耐用日数を試算した。 

ＬＥＤ化により、耐用日数が約３倍に延長し、交換回数も削減できる。 

  ・レセプションホール ＬＥＤ：6,667 日（蛍光灯：2,000 日） 

  ・会議棟２Ｆホワイエ ＬＥＤ：4,200 日（蛍光灯：1,260 日） 

  ・地下駐車場     ＬＥＤ：4,833 日（蛍光灯：1,450 日） 

 

 ②年間交換作業コスト［１部屋あたり］ 

  交換作業コストは、蛍光灯における現行の交換作業に掛かる時間（15 分）

に、上記①から算出した年間交換回数と交換を担当する職員の平均時間給を

乗じ、試算した。 

  ・レセプションホール ＬＥＤ：6,915 円（蛍光灯：46,100 円） 

  ・会議棟２Ｆホワイエ ＬＥＤ：7,561 円（蛍光灯：25,202 円） 

  ・地下駐車場     ＬＥＤ：7,386 円（蛍光灯：24,619 円） 

 

 ③年間電気料金［１部屋あたり］ 

  年間電気料金は、蛍光灯における現行の年間電気料金に、特定非営利活動
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法人ＬＥＤ照明推進協議会資料等に基づき、年間電気料金を３分の１程度の

削減と定義したうえで、監査手続に掲載した「ＬＥＤ化の効果測定（試算）･･･

自動計算）にて試算した。 

  ・レセプションホール ＬＥＤ： 95,256 円（蛍光灯：158,760 円） 

  ・会議棟２Ｆホワイエ ＬＥＤ： 29,549 円（蛍光灯： 49,248 円） 

  ・地下駐車場     ＬＥＤ：113,530 円（蛍光灯：189,216 円） 

 

３．ＬＥＤ化節減額（電気料金＋交換新品代＋交換作業コストの年間差額） 

  上記１の②及び２から、蛍光灯とＬＥＤにおける「交換用新品代＋交換作

業コスト＋年間電気料金」を試算した。 

蛍光灯からＬＥＤへの交換により、照明に係る年間費用を 8.9～33.0％削

減できる。 

  ・レセプションホール【年間費用を 33.0％削減】 

   蛍光灯（297,059 円）－ＬＥＤ（198,980 円）＝節減額 98,079 円／年 

  ・会議棟２Ｆホワイエ【年間費用を 8.9％削減】 

   蛍光灯（ 89,152 円）－ＬＥＤ（ 81,214 円）＝節減額  7,938 円／年 

  ・地下駐車場【年間費用を 27.5％削減】 

   蛍光灯（226,144 円）－ＬＥＤ（163,998 円）＝節減額 62,146 円／年 

 

［３室合計のＬＥＤ化節減額］   168,163 円（年間費用の 27.5％削減） 

 

 

（３）法改正への対応 

意見17 健康増進法の改正に係る対応について 

健康増進法の改正により、公の施設は原則屋内禁煙となり、速やかな対応が

求められている。なお、県は受動喫煙防止対策を推進する立場であるため、 

公の施設においても、これに即した対応を講ずることが望ましい。 

 

≪補足≫ 

 平成 30 年７月に成立した「健康増進法の一部を改正する法律」（以下「改正健

康増進法」という。）が、令和２年４月１日より全面施行となる。改正健康増進

法では、受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じて、

一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、施設管理権原者及び管理者（施設所

管課及び施設管理者）が講ずべき措置等を定められた。 
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 また「農業」というネーミングに拘るあまり、農業文化公園の情報発信に自ら

制約を設け、結果的に入園者を制限してしまっているようにも感じられた。 

過去に「農業」とは関係のないイベントを開催した際に、農業文化公園が農業

とは関係ないイベントを開催すべきではない、という苦情が寄せられ、それ以降

は、農業と無関係のイベントは実施していない。しかし、私は農業文化公園に来

園してもらう仕掛けを積極的に設けて、来園者に農業に対してワクワク感を持

ってもらうことが重要であると考える。イベント自体は農業とは直接関係がな

くとも、来園者に農業の魅力を伝える機会を提供していくことにこそ、施設の存

在意義を見出してもらいたい。 

「農業」という言葉に過度にとらわれて農業文化公園の情報を発信すること

に二の足を踏むよりも、農業とは直接関係のない様々なイベントも開催するこ

とで、農業文化公園の魅力を多方面へ伝えることにより様々な年齢層に来園し

てもらうことが重要ではないであろうか。 

また、来園者に対しては季節ごとに大分県産の農産物を配布するなどのサー

ビスにより来園者の満足度を上げ、さらに来園者からアンケートを多く回収す

る仕組みを確立することで、何が施設に求められているのか、解決すべき問題は

何なのかを分析して、大分県の新しい農業・農村づくりの発信地とすべきである。  

 

令和元年 12 月７日の新聞で、香々地青少年の家のホームページ上で個人情報

が載っているデータが残っていたとの記事が掲載された。新聞報道によると、イ

ベント参加者募集の資料をホームページで公開したところ、その資料の中に昨

年度のイベント参加者のデータが含まれており、その事実を外部の者から指摘

され、公開３日後にようやく削除したとのことである。 

本事案は担当職員が過去のデータを上書きして当年度の資料を作成しており、

その際に昨年度のデータを削除することを忘れ、そのことを上司から指摘され

ていたにも関わらず失念していたことが発生の原因である。 

当事案をうけ、教育改革・企画課長名で「ホームページの適切な運用管理につ

いて」が発出され、適切な運用を職員に周知・徹底するよう指示がなされ、これ

以降は遅滞なくダブルチェックを行うなどの適切な対応が取られている。 

しかし、そもそもなぜ、担当者が上司から指摘されていたにも関わらず昨年度

のデータを削除することを失念していたのか、そして、所属長がその修正を確認

しなかったのか等、の原因分析を行わなければ、再度同じようなミスが生じる可

能性が高い。 

私が香々地青少年の家に往査し、現地の職員にヒアリングするとともに、様々

な資料を閲覧して驚いたことは、少数の職員が施設の数十にも及ぶ業務を行い、

さらに各職員がひと月３～４回の宿直を行うという業務量の多さであった。 
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